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第１章 基本計画の策定にあたって 

 

１ 計画策定の趣旨 

 
すべての人が安全で安心して暮らせる社会を実現するためには、あらゆる暴

力を防止し、暴力を許さない社会をめざす絶え間ない取り組みが必要です。 
配偶者等からの暴力（ドメスティック・バイオレンス＝以下「ＤＶ」という。）

は犯罪となる行為を含む重大な人権侵害であり、深刻な社会問題になっていま

す。また、男女平等・共同参画社会を実現するうえで、克服すべき重要な課題

です。 

本市でのＤＶ対策は、男女平等推進条例や男女平等推進プランに位置付けて、

ＤＶ予防啓発講座の開催やＤＶ被害者(以下「被害者」という。）の相談等、支

援のための取り組みを進めてまいりました。 

社会的にもＤＶの認識が高まってきたことで、被害が顕在化し、相談件数が

増加傾向にあります。こうした現状から、さらに市民一人ひとりがＤＶは身近

にある人権侵害であることを理解し、暴力を許さない社会の実現にむけ、関係

施策を総合的かつ体系的に展開していくことが必要になっております。 

また、2007（平成 19）年度の「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に

関する法律」（以下「ＤＶ防止法」という。）の改正により基本計画の策定が市

町村の努力義務になった趣旨等も踏まえ、ＤＶ対策基本計画を策定するもので

す。 

 
 
＊配偶者等からの暴力（ドメスティック・バイオレンス） 
・配偶者暴力防止法が定める「配偶者からの暴力」とは、配偶者、事実上婚姻関係と同様

な事情にある者及び暴力を受けた後に離婚をした当該配偶者からの暴力を言いますが、こ

の計画においては、配偶者に加え、恋人や交際相手など配偶者以外の親密なパートナーか

らの暴力も含め、「配偶者等からの暴力」とします。 
・ドメスティック・バイオレンス（Domestic Violence , DV）は直訳すると、「家庭内暴
力」となりますが、この計画においては、身体的暴力（平手でうつ・足でける）だけでな

く、精神的暴力（人格を否定するような暴言を吐く・無視する）や性的暴力（性的行為を

強要する・避妊に協力しない）、経済的暴力（生活費を渡さない・仕事に就くことを許さ

ない）なども含みます。 
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２ 計画の背景 

 

国・県の動き 

国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、その実

現に向けた取り組みが進められてきました。しかし、ＤＶは家庭内で行われる

ため潜在化しやすく、しかも、加害者に罪の意識が薄いという傾向があります。

このことから、周囲が気付かないうちに被害が深刻化しやすいという特性があ

り、これまで、周囲の人々も夫婦の問題、家庭内のこととして事態を矮小化す

る傾向にありました。 

このため、国は、2001（平成 13）年 4 月にＤＶ防止法を制定し、ＤＶに関す

る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備しました。その後、2004（平成

16）年 12 月、2007（平成 19）年 7月の２度の改正が行われました。 

2007（平成 19）年の改正では、保護命令の対象を身体的暴力から生命等に対

する脅迫まで拡充、接近禁止命令の被害者の親族等への拡充、裁判所が無言電

話等の禁止命令も発することができるなど、被害者支援の充実が図られました。

また、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する

基本的な計画」の策定及び配偶者暴力相談支援センターの設置が、市町村の努

力義務とされました。 

また、2010（平成 22）年 12 月に策定された国の第３次男女共同参画基本計画

では、「女性に対するあらゆる暴力の根絶」について施策の基本的方向第９分野

に位置付けるとともに、改めて強調する視点として掲げています。 

 

富山県においては、2002（平成 14）年度から、「富山県女性相談センター」に

配偶者暴力相談支援センターの機能を持たせ、相談体制を整えました。 

2004（平成 16）年のＤＶ防止法の改正に伴い、都道府県の基本計画の策定が

明記されたことから、ＤＶの防止、被害者の保護、自立支援が効果的に行われ

るよう、2006（平成 18）年には、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に

関する基本計画（富山県ＤＶ対策基本計画）」が策定され、配偶者等からの暴力

のない社会の実現に向けた取り組みが推進されています。 

また、2007（平成 19）年のＤＶ防止法の改正を受けて、被害者支援対策を充

実させる必要があることから、2009（平成 21）年に計画が改定されました。さ

らに、2008（平成 20）年には、富山県女性相談センターを移転改築し、被害者

等の安全の確保を第一として、安心して利用できる施設を整備するとともに、

相談・保護体制の充実を図っています。 
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高岡市の取り組み 

本市においては、2005（平成 17）年 11 月に制定した高岡市男女平等推進条例

第７条において、性別による権利侵害の禁止等を明記するとともに、2008（平

成 20）年１月に策定した高岡市男女平等推進プランの基本目標Ⅲ「男女が個人

として尊重され、能力が発揮できる環境の整備」に重点課題９「あらゆる暴力

的行為や虐待の根絶」として掲げ、配偶者等からの暴力の被害者への支援や暴

力防止に取り組んでいます。 

2004（平成 16）年４月に開館した男女平等推進センターでは、相談室を設け、

ＤＶやセクシュアル・ハラスメントに関する相談体制を充実するとともに、市

民等との連携・協力による普及・啓発事業の実施、関係機関や民間支援団体と

の連携の強化などに取り組んできました。 
 

３ 計画の位置付け 

 

（１）この計画は、ＤＶ防止法第２条の３第３項の「市町村における配偶者か

らの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な

計画（市町村基本計画）」に基づく基本計画です。 
（２）ＤＶ防止法第２条の２第１項に基づき、国が定める「配偶者からの暴力

防止及び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針（以下「基本

方針」という。）」に即し、同法第２条の３第１項に基づく「富山県ＤＶ

対策基本計画」の内容を勘案して策定するものです。 
（３）この計画は、本市のＤＶに関する施策を推進する指針とするものであり、

「高岡市総合計画」と整合性を図りながら、「高岡市男女平等推進プラン」

と連携します。 
 
４ 計画の基本的な考え方 

 

（１）ＤＶはどんな理由があっても、決して許されないという認識にたつこと 
（２）ＤＶの特徴や被害の実態を客観的に理解し、被害者の立場に立った切れ

目のない支援につとめること 
（３）本市の課題に即した取り組みの推進 
（４）国・県、市町村等の関係機関及び民間支援団体等との連携強化を図るこ

と 
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５ 計画の期間 

 

本計画の期間は、平成 24 年４月から平成 29 年３月までの５年間とします。 
但し、法律や国の基本方針が見直された等、必要に応じて見直すこととしま

す。 
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第２章 ＤＶの現状と課題 

 
１ ＤＶ相談等の状況 

（１） 高岡市男女平等推進センター相談室の状況 

高岡市男女平等推進センターの相談室は、2004（平成 16）年 4 月に開設し、

悩みごと相談として専任の相談員が、電話相談と面接相談を行ってきました。 

相談件数は、2004（平成 16）年度が 669 件から、2010（平成 22）年度が 2,888

件と増加しています。 

ＤＶ相談については、2004（平成 16）年度が 90 件から、2010（平成 22）年

度が 1,157 件と、10倍以上に増加しました。また、平成 16年度では全体の 13.4％

であったものが、平成 22 年度では 40.0％を占めています。相談者の年代は、40

代が最も多く、30 代とあわせると 80％以上となります。また、若い世代の相談

が増加傾向にあります。 

相談者の最近の傾向としては、身体的暴力に加えて、精神的暴力も増えてき

ています。暴力を長期間受けていたことにより、うつ症状やパニック障害など、

精神的に不調を抱えているケースも少なくありません。 

また、30 代から 40 代までの子育て世代の相談者には、子どもへの支援が重要

になっています。40 代から 50 代の相談者では、若い世代に比べ、実家を頼るこ

とができないことや就業先の選択幅が狭くなるなど、自立への課題があります。

50 代以上の場合、若い頃から長年にわたってＤＶを受けてきた結果、深刻な状

況にあるにもかかわらず、老後のことが心配で、新たな生活を始めるなど、次

のステップに踏み出せない場合が少なくありません。 
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① 高岡市男女平等推進センターの主訴別相談件数（延べ） 
 

＊その他（ストーカー・セクハラ・金銭問題・職業の問題など） 
 

相談件数の推移

90 213 373
794 647

1,000 1,157
669
1,131
1,590
1,877

2,531

3,045 2,888

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

16 17 18 19 20 21 22

年度

件

DV 相談合計
 

 
 
 

 平成16年度 平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度

DV 
 

90 213 373 794 647 1,000 
1,157件
（40.1％）

生き方 
 

130 440 769 739 1,132 1,229 
885件

（30.6％）

精神保健 75 49 27 12 50 69 
40件

（1.4％）
夫婦の問

題 
153 224 254 216 450 439 

371件
（12.9％）

子どもの

問題 
42 58 53 31 52 129 

186件
（6.4％）

＊その他 179 147 114 85 200 179 
249件
（8.6％）

計 669 1,131 1,590 1,877 2,531 3,045 
2,888件
（100％）
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② 高岡市男女平等推進センターの年代別相談件数（延べ） 

 
 
③ 各部署における DV相談受付件数 
 

 平成 19年度 平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 

男女平等推進センター 794 647 1,000 1,157件
市民協働課 20 ４ ６ ５件

高齢介護課 
（虐待相談） 

０

（36）
６

（33）
５ 

（30） 
３件

（41）
児童育成課 
（虐待相談） 

15
（136）

17
（119）

13 
（106） 

18件
（118）

健康増進課 ０ ０ ２ ０件

計 829 674 1,026 1,183件

 
 

 平成 16年度 平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度

10歳代 0 6 1 3 2 15 
5件

（0.2％）

20歳代 171 180 199 157 273 195 
116件
（4.0％）

30歳代 276 585 762 1,008 1,377 1,464 
1,048件
（36.3％）

40歳代 63 205 443 472 569 861 
1,293件
（44.8％）

50歳代 104 98 83 93 132 191 
203件
（7.0％）

60歳代 47 45 88 130 167 278 
199件
（6.9％）

70歳代 ７ ８ 12 14 ７ 40 
19件

（0.6％）

80歳代 1 4 2 0 ４ １ 
5件

（0.2％）

計 669 1,131 1,590 1,877 2,531 3,045 
2,888件
（100％）
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④ 市営住宅への状況 
 

 平成 19年度 平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 
ＤＶ被害者の市

営住宅への入居 
１ １ ２ ０件

 
 
⑤ 一時保護の状況 
高岡市では、富山県女性相談センターへ一時保護を依頼し、被害者の当面の

安全確保を行っています。 

 
 
⑥ 保護命令 
 

 
 
（２）平成 19 年度富山県男女間における暴力に関する調査（抜粋） 

① ＤＶ防止法の周知状況 
 ＤＶ防止法の周知度は、「法律があることは知っているが、内容はよく知らな

い」と答えた人の割合が 67.4％と最も多く、次いで「法律があることも、その

内容も知っている」と答えた人が 10.9％、反対に「法律があることもその内容

も知らなかった」と答えた人は 11.5％となっている。前回調査と比べると、広

い意味での認知度は前回の 66.2％（「法律があることも内容も知っている」＋「法

律があることは知っているが、内容はよく知らない」）から 12.1 ポイント高く

なっている。 
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平
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県女性相談センターへの

一時保護依頼件数 
０ ０ ５ ６ １ ２ ５件

 
平
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度 

保護命令発令件数 １ １ ９ ８ ０ ６ ０件
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ＤＶ防止法の周知状況

22.3

11.5

27.1

63.9

67.4

50.4

12.2

10.9

15.8

1.6

10.3

6.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2008（全国）

2007

2002

名前も聞いたことがな
い

内容はあまり知らな
いが、法律の名前は
聞いたことがある
内容を知っている

無回答

 
               資料：富山県「男女間における暴力に関する調査報告書」（平成 19年度） 
 
 

② 配偶者からの被害経験状況 
「過去経験」と「最近 1年間」において、「身体的暴力」「精神的暴力」「性的暴
力」「経済的暴力」のいずれかについて「一、二度された」あるいは「何度もさ

れた」とする被害経験が一つ以上ある人についてみると、何らかの被害経験の

ある人の割合は夫や妻、パートナーのいる（いた）人（Ｎ＝５７１）の 15.9％

となっている。 

 性別にみると、男性で 9.3％、女性で 21.9％の被害経験がある。 

配偶者からの被害経験の状況

21.9

9.3

15.9

71.1

82.6

76.5

7

8.1

7.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女

男

総数

被害経験あり

被害経験なし

不明

 
               資料：富山県「男女間における暴力に関する調査報告書」（平成 19年度） 

内閣府調査（平成20年）「身体的暴行」「心理的攻撃」「性的強要」

10.8

2.9

7.3

22.4

14.9

19.1

65.3

79.9

71.8

1.5

2.3

1.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

女

男

総数
何度もあった

１，２度あった

まったくない

無回答

 
               資料：内閣府「男女間における暴力に関する調査報告書」（平成 20年度） 
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③ 暴力被害についての相談相手等 
 配偶者からの何らかの被害を受けたことがあった人に、受けた行為について

の相談先等を聞いたところ、「友人・知人に相談した」（20.9％）と「家族や親

戚に相談した」（19.8％）がそれぞれ２割となっている。 

 「どこ（だれ）にも相談しなかった」（60.4％）という人は６割を占め、特に

男性で高くなっている（80.0％）。 

暴力被害についての相談相手等

80

0

8

12

4

60.4

1.1

20.9

19.8

1.1

53

1

25.8

22.7

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

どこ（だれ）にも相談しなかった

その他

友人・知人にそうだんした

家族や親戚に相談した

学校関係者（教員、養護教員、
スクールカウンセラーなど）に相談した

医療関係者に相談した

民間のＮＰＯや専門家・専門機関（弁護士・弁護士会・
カウンセラー・カウンセリング機関など）に相談した

上記以外の公的機関に相談した

県民共生センター　サンフォルテ相談室に相談した

法務局・地方法務局、人権擁護委員に相談した

警察に連絡・相談した

女性相談センター（配偶者暴力相談支援センター）
に相談した

女性

総数

男性

 
               資料：富山県「男女間における暴力に関する調査報告書」（平成 19年度） 
 

④ 10歳代から 20歳代のときの交際相手からの被害経験 

10歳代・20歳代のときの交際相手からの被害経験

12.3

5.9

9.1

83.6

91.1

87.4

4.1

3

3.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女

男

総数

被害経験あり

被害経験なし

不明
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               資料：富山県「男女間における暴力に関する調査報告書」（平成 19年度） 

内閣府調査（平成20年）｢身体的暴行」「心理的攻撃」「性的強要」

13.6

4.3

9.3

85.2

95

89.7

1.3

0.8

1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

女

男

総数
被害経験あり

被害経験なし

無回答

 
               資料：内閣府「男女間における暴力に関する調査報告書」（平成 20年度） 

 
⑤ 交際相手からの被害の相談先 
 10歳代から20歳代の結婚前に交際相手から被害を受けたときの相談先につい

ては、「友人・知人に相談した」と答えた人の割合が 41.9％と最も高く、次いで

「家族や親戚に相談した」人が 6.5％となっている。反面「どこ（だれ）にも相

談しなかった」と答えた人の割合が 41.9％となっている。 

交際相手からの被害の相談先

40

20

30

0

10

41.9

6.5

41.9

6.5

3.2

42.9

0

47.6

9.5

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

どこ（だれ）にも相談しなかった

その他

友人・知人にそうだんした

家族や親戚に相談した

学校関係者（教員、養護教員、
スクールカウンセラーなど）に相談した

医療関係者に相談した

民間のＮＰＯや専門家・専門機関（弁護士・弁護士会・
カウンセラー・カウンセリング機関など）に相談した

上記以外の公的機関に相談した

県民共生センター　サンフォルテ相談室に相談した

法務局・地方法務局、人権擁護委員に相談した

警察に連絡・相談した

女性相談センター（配偶者暴力相談支援センター）
に相談した

女性

総数

男性

 
               資料：富山県「男女間における暴力に関する調査報告書」（平成 19年度） 
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⑥ 男女間における暴力を防止するため必要なこと 

61.7

51.8

38.3

41.8

35.3

32.9

34.8

37.2

34.5

35.3

17.8

3

6.7

59.5

50.6

40.7

39.8

38.7

36.4

35.3

35

33.8

32.6

15.2

3.5

5.5

57.4

49.5

43.2

37.9

42.1

39.7

35.8

32.9

33.2

30

12.6

3.9

4.2

0 10 20 30 40 50 60 70

家庭で保護者が子どもに対し、暴力を防止するための教育を行う

学校または大学で児童・生徒・学生に対し、暴力を防止するための教育を行う

暴力を助長するおそれのある情報（雑誌、コンピュータソフトなど）を取り締まる

加害者への罰則を強化する

操作や裁判での担当者に女性を増やし、女性は被害を届けやすいようにする

被害女性のための相談所や避難するための施設を整備する

犯罪の取り締まりを強化する

暴力をふるったことのある者に対し、二度と繰り返さないための教育を行う

メディアを活用して、広報･啓発活動を積極的に行う

法律や制度の見直しを行う

地域で、暴力を防止するための研修会、イベントなどを行う

その他

特にない

女性

総数

男性

 
               資料：富山県「男女間における暴力に関する調査報告書」（平成 19年度） 

 
 
（３）被害者や民間支援団体等からの主な意見 
計画の策定にあたって、被害者、民間支援団体など市民の皆さんから意見を

いただきました。 

主な意見として、 

・若い世代への教育・啓発 

・関係機関のネットワーク 

・支援体制の分かりやすさ 

・ＤＶ関係機関の職員や福祉関係者など、支援側の研修 

・新しい生活を始めるまでのサポート、新しい生活を始めた後のサポート 
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２ 高岡市ＤＶ対策の現状と課題  

本市では、高岡市男女平等推進プランの重点課題９「あらゆる暴力的行為や

虐待の根絶」として位置付け、ＤＶ予防啓発講座の開催やＤＶ被害者の相談等、

ＤＶの予防啓発や被害者支援に取り組んできました。 

 

○主な取り組みと課題 

本市では、市民等と連携・協力し、ＤＶ根絶のための啓発事業として、国の

「女性に対する暴力をなくす運動」期間中に、関連する展示・ＤＶ防止講座・

高校生へのデートＤＶのリーフレットの配布、県のキャンペーンへの協力を実

施しています。 

男女平等推進センター相談室では、相談員等の研修等への積極的な参加によ

り、相談の充実を図るとともに、被害者の緊急時における安全の確保のための

情報提供、富山県女性相談センターでの一時保護へつなげるための調整・対応、

保護命令申し立ての申請手続の支援や補助、警察や裁判所など関係機関への同

行支援、自立支援のアドバイスなどを行ってきました。 
また、被害者の市営住宅入居要件の緩和の実施や、生活支援の制度の情報提

供など自立支援、被害者が同伴する子どもの安全保護・就学支援にも努めてい

ます。 
さらに、本市においては民間支援団体が、それぞれの活動を生かして生活資

金の無利子貸出や生活用品の提供、講演会などの啓発活動が実施されています。 
これらのことから、今後、きめ細やかな支援のためには、庁内外の関係部署

や関係機関、市民や民間支援団体と連携を図る必要があります。 
男女平等推進センターは、相談件数が増加していることから、ＤＶ相談機関

として周知が図られてきていますが、身近な相談施設として市民や関係機関へ

の一層の周知や、ＤＶ相談機関の中核として、迅速にケース会議を開催したり、

関係機関の連携により切れ目のない被害者支援を行ったりするためのコーディ

ネイト機能を強化することが大切です。また、被害者支援には、市外から避難

してくる被害者や、市外で新しい生活をする被害者への対応のための広域的支

援、被害者に寄り添って関係機関の窓口へ出向くなど、幅広い支援をしていく

ことが大切です。 

二次的被害の防止のためには、相談窓口だけでなく、職員全体や支援者への

研修も必要です。そして、住まいの確保、精神的困難を持つ被害者、所持金の

ない被害者の対応など、一人ひとりのきめ細やかな対応が大切です。 

そのため、今後は、関係機関や柔軟な活動を行っている民間支援団体の連携

を強化しながら、総合的に施策の推進を図ることが必要です。 
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３ 重点的に取り組む事業 

本市のＤＶ施策の現状と課題、相談状況、民間支援団体など市民の皆様から

の意見を踏まえ、次の課題について重点的に取り組むこととします。 

 

 若年層に向けて、ＤＶについての予防啓発の推進 
・婚姻関係のない交際相手からの暴力「デートＤＶ」の被害が増えています。 
・男女の人権尊重の意識を高める教育は、幼少期から成長段階に応じて、家庭、

地域、学校などで充実していく必要があります。 
・若年層に対し、配偶者や交際相手からの暴力の問題について考える機会を提

供することが有用です。 
 

 配偶者暴力相談支援センター機能の整備 
・ＤＶの問題は、１つの機関で解決が困難な場合が多く、関係機関との調整な

どのコーディネート機能やサポート機能をはたす、中核となるＤＶ相談機関

が必要です。また、相談から自立までの総合的支援を行うことが重要なこと

から、保護命令申立に関することや、自立に必要な書面の発行などに迅速に

対応することが求められています。 
・被害者の心の回復には時間がかかることが多く、カウンセリングや被害者同

士が体験や感情を共有したり、情報を交換するためのグループ活動（自助グ

ループ）に参加したりすることが有効です。 
 

 ＤＶの正しい理解や相談窓口について、市民や地域での支援者等への周知 
・ＤＶは家庭内で行われることが多く、外部から発見することが困難であるな

かで、被害者を発見しやすい立場にある教育関係者や地域での支援者等に、

ＤＶの正しい理解や相談窓口、通報の必要性を周知することが必要です。 
 

 市役所窓口関係者等の資質向上 
・窓口職員に対して、ＤＶについての理解を深め、被害者に二次的被害を与え

ない対応の徹底が必要です。 
・被害者が訪れる可能性のある機関のすべてが「相談窓口」の認識を持ち、情

報提供できるように意識啓発を進めます。 
 

 関係機関、民間支援団体等との連携・協力 
・被害者への支援は、一人ひとりそれぞれの対応が必要です。市町村において

は、住民にとって最も身近な相談窓口として、被害者の個々の事情に応じた

適切な支援を行うため、関係機関や民間支援団体との一層の連携が求められ

ています。 
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高岡市ＤＶ対策基本計画（仮称）施策の体系

　暴力を許さない意識づくりの推進

【今後の取り組み1】市民への啓発活動の推進

【今後の取り組み2】若い世代への啓発★

基本目標Ⅱ　安心して相談できる体制の整備

【今後の取り組み3】配偶者暴力相談支援センター機能の整備★

【今後の取り組み4】相談体制の充実★

【今後の取り組み5】職務関係者等の能力向上への取り組みの強化★

【今後の取り組み6】早期発見のための関係者への周知★

【今後の取り組み７】高齢者・障害者･外国人等への支援の充実

基本目標Ⅲ　被害者の安全確保

【今後の取り組み8】緊急時の安全確保

【今後の取り組み9】被害者に関する情報保護

基本目標Ⅳ　被害者の自立を支援する体制の強化

【今後の取り組み10】被害者に対する適切な情報提供及び支援の充実

【今後の取り組み11】生活再建に向けた支援

【今後の取り組み12】子どもに対する支援

【今後の取り組み13】心身の健康回復に向けた支援★

基本目標Ⅴ　暴力を許さない高岡ネットワーク

【今後の取り組み14】計画の推進・関係機関の連携協力体制の強化

【今後の取り組み15】民間支援団体との連携強化、支援★

【今後の取り組み16】苦情に対する適切な対応

基本目標Ⅰ

第３章　ＤＶ対策の内容
１　施策の体系

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★は、重点的な取り組み
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２ ＤＶ対策の具体的取り組み 

 

ＤＶは、犯罪となる行為を含む重大な人権侵害ですが、家族間、家庭内の問題として潜

在化したり、個人的問題として矮小化されることもあり、社会の認識がまだ十分とは言え

ません。 

 富山県の「平成 19 年度 男女間における暴力に関する調査」では、過去経験と最近１年

間において、ＤＶ被害を経験した女性は 21.9％であり、過去において、身体的暴力の被害

を経験した女性は 12.9％、精神的暴力の被害を経験した女性は 9.7％となっています。 

市民一人ひとりが人権意識を高め、暴力を許さないという意識を社会全体で共有するた

め、ＤＶとは身体的暴力のみならず、精神的暴力及び性的、経済的暴力も含まれるなどＤ

Ｖ問題の正しい理解と認識を深める取り組みが必要です。また、ＤＶ被害を受けながら、

ＤＶと気付かない被害者や相談することをためらう被害者も多く、ＤＶに気付き、早期に

被害者を発見し、関係機関等につなぐなどの対応ができるよう、ＤＶに関する啓発を推進

することが重要です。 

 

また、ＤＶは決しておとなだけの問題ではなく、交際相手のメールの点検や友人の制限

など、「デートＤＶ」が若者の間で起こっています。 

内閣府が平成 19 年に実施したインターネット調査によると、10～20 代の若い世代で、

交際相手からデートＤＶと認められる行為やデートＤＶにつながる可能性のある行為を受

けた経験がある割合は、半数近くに上っています。 

また、富山県の調査でも、女性の 12.3％が交際相手から何らかの被害を受けており、最

初に被害を受けた時期は「交際中」の人が少なくありません。男女間における暴力を防止

するための対策としては「家庭における教育」(59.5％）、「学校における教育」（50.6％）、

「暴力を助長する情報の取り締り」（40.7％）が上位となっており、ＤＶに対する教育・意

識啓発が求められています。 

ＤＶを予防するためには、早い段階から、人間関係のあり方や男女平等・共同参画につ

いての正しい知識を身につけることが重要であり、男女の人権尊重の意識を高める教育は、

幼少期から成長段階に応じて、家庭、地域、保育所・幼稚園、学校、生涯学習の場などで

一層充実していく必要があります。 

 

【今後の取り組み１】市民への啓発活動の推進  
＜現状と課題＞ 
ＤＶ予防啓発講座や「女性に対する暴力をなくす運動」等で予防啓発に努めてきました。

しかし、ＤＶ問題の市民の理解はまだ十分とはいえず、市民や民間支援団体と連携協力し

基本目標Ⅰ 暴力を許さない意識づくりの推進 



 基本目標Ⅰ  
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ながら、なお一層の啓発に取り組む必要があります。 

＜取組内容＞ 
◆啓発活動の充実 

(1)ＤＶ予防啓発講座の実施【男女平等・共同参画課、男女平等推進センター】 

・配偶者等からの暴力など女性に対するあらゆる暴力は、人権の軽視、侵害であると

いう正しい理解を深めていくための講座等を開催します。 

(2)ＤＶ予防啓発活動【男女平等・共同参画課、男女平等推進センター】 

・ＤＶやセクシュアル・ハラスメントの防止について、チラシ、パンフレット及び情

報誌による啓発を行います。 

・「女性に対する暴力をなくす運動」の中でパープルリボン運動、啓発講座・関連展示

などを行います。 

 

【今後の取り組み２】若い世代への啓発★  
＜現状と課題＞ 
高校生への「デートＤＶ予防啓発リーフレット」の配布など、若い世代への啓発を行っ

ています。また、本市では、学校教育の中で人権教育に取り組んでいますが、ＤＶ問題の

視点での教育はこれからの課題です。発達段階に応じたプログラムの研究・開発などの取

り組みが必要です。 

＜取組内容＞ 
◆若い世代への啓発 

(1)若い世代へのＤＶ予防・啓発プログラム開発【男女平等・共同参画課、男女平等推進

センター】 

   ・どの年齢の子どもたちに、どのような啓発を行っていくか、プログラムの調査・研究

に努めます。 

(2)学校等における教育・啓発【男女平等・共同参画課、男女平等推進センター、学校教

育課】 

・デートＤＶ防止や将来のＤＶ防止のためには、若い世代に対してこれらの問題につい

て考える機会を提供することが有用であることから、学校等への「デートＤＶ防止出

前講座」の実施など若い世代に対する教育・啓発を検討します。 

(3)高校生への「デートＤＶ予防啓発リーフレット」の配布【男女平等・共同参画課、男

女平等推進センター】 

・デートＤＶ防止に関するチラシ、リーフレットによる啓発を行う中でアンケート調査

を行い、高校生の意識の把握に努めます｡ 

 

 

 

＊ デートＤＶ＝親密な関係にある未婚の若い男女の間に起こるＤＶのこと 
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ＤＶは家庭内で行われることが多く、外部から発見することが困難である上、被害者も

加害者からの報復や家庭の事情等様々な理由から保護を求めることをためらうことも考え

られます。 

男女平等推進センター相談員によるＤＶ相談件数は、センターが開館した 2004（平成

16）年度から比べると 10 倍以上になっています。これは、相談室ができたことで、市民

が相談しやすくなって、それが件数となって現れた、ＤＶ問題が顕在化したものと考えら

れます。また、警察庁統計による「配偶者からの暴力相談等の認知件数の推移」でも、全

国的にもＤＶの相談件数は年々増加しています。 

被害者の多くは長期にわたるＤＶ被害で精神的不調を抱えており、関係機関での手続き

を行う際の安全確保と心理的支援のため、相談員による同行支援が有効となっています。 

また、富山県の「平成 19 年度 男女間における暴力に関する調査」では、ＤＶの相談

状況については、「どこ（だれ）にも相談しなかった」という人が６割を占めており、被

害者からも「どこに相談してよいかわからなかった」という人が多く、今後さらに相談窓

口について広報するとともに、より相談しやすい環境づくりと相談体制の充実が必要です。 

 

【今後の取り組み３】配偶者暴力相談支援センター機能の整備★  
＜現状と課題＞ 

男女平等推進センター相談室においては、被害者の早期発見と安全確保に努め、相談

事例に応じて、関係部署や関係機関・民間支援団体との連携にも積極的に取り組んでい

ます。今後、１つの機関で解決が困難な場合など、関係機関と調整に加え、迅速な被害

者支援が求められています。 

＜取組内容＞ 
◆配偶者暴力相談支援センター機能の整備【男女平等・共同参画課、男女平等推進セン

ター】 

男女平等推進センターに、「配偶者暴力相談支援センター」の機能を持たせ、被害者の

支援について、関係機関と調整を図り、総合的に支援を行うよう取り組みます。 

 

【今後の取り組み４】相談体制の充実★  
＜現状と課題＞ 

被害者が、自分を責めて相談をためらうこともあり、相談窓口につながりにくいことが

あります。被害者にとって身近な相談窓口として迷わずに、安心して相談できる体制の充

実が必要です。また、あらゆる機会を通じて相談窓口を周知していくことが必要です。 

＜取組内容＞ 
◆相談窓口の充実 

基本目標Ⅱ 安心して相談できる体制の整備 



基本目標Ⅱ   
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 (1)男女平等推進センター相談窓口の充実【男女平等・共同参画課、男女平等推進セン

ター】 

・専任相談員による相談の実施 

 ・同行支援の充実 

・女性弁護士による法律相談の実施 

・オレンジ相談カード（男女平等推進センター相談室案内カード）のより多くの公共

施設等への配置による窓口の周知 

(2)ＤＶ対策関係課での相談の実施【国際交流室、市民協働課、社会福祉課、児童育成

課、保険年金課、高齢介護課、健康増進課、市民病院】 

 ・相談者のそれぞれの事情により対応できるよう、利用しやすい相談体制づくりに取

り組みます。 

(3)ＤＶ対策関係課との連携【男女平等・共同参画課、男女平等推進センター、関係各

課】 

・被害者が何度もＤＶ被害の事情等を説明する負担を軽減するため、関係課共通の相

談シートや、被害者支援を円滑に行うために「手続きチェックシート」を活用しま

す。 

 

【今後の取り組み５】職務関係者等の能力向上への取り組みの強化★  
＜現状と課題＞ 

ＤＶ対策関係課が、ＤＶの起こる背景やＤＶの特性を十分に理解し、被害者に対し適切

に対応する能力の向上を図るとともに、ＤＶの理解不足から被害者を傷つける言動を行う

等の二次的被害を防止し、適切な対応を行うために、相談窓口等の市職員等に対し研修を

実施することが必要です。 

＜取組内容＞ 
◆研修の強化 

(1)相談員等への研修の実施【男女平等・共同参画課、男女平等推進センター、関係各  

課】 

・相談員等が専門研修に参加するなど、相談員等の資質向上に努めます｡ 

(2)職員研修の充実【男女平等・共同参画課、男女平等推進センター、人事課】 

・窓口担当以外の職員もＤＶに対する正しい理解を深めます。 

 
【今後の取り組み６】早期発見のための関係者への周知★  
＜現状と課題＞ 

被害者の発見と支援には、民生委員・児童委員、人権擁護委員等地域支援者、学校、幼

稚園・保育所、医療機関等の関係者へのＤＶに対する正しい理解や、警察官等への通報の

重要性について広く周知することが大切です。 

＜取組内容＞ 
◆通報や相談窓口の周知 



基本目標Ⅱ   
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○被害が重大になる前に発見し、被害者に対し適切な支援情報を提供することや、二次

的被害を防止するため、富山県「ＤＶ被害者対応マニュアル」を活用しながら出前講座

を実施するなど、様々な機会を通じて、地域での支援者をはじめ関係者に協力をもとめ

ます。 

  (1)民生委員・児童委員、人権擁護委員等地域支援者に対する周知【男女平等・共同参

画課、男女平等推進センター、社会福祉課、市民協働課】  

(2)医療関係者に対する周知【男女平等・共同参画課、男女平等推進センター、】 

(3)教育・保育関係者への周知【男女平等・共同参画課、男女平等推進センター、学校

教育課、児童育成課】 

・子どもを通して、被害者を発見する機会のある教育・保育等の関係機関の職員に対

し、ＤＶに関する研修会・講演会への参加を働きかけます。 

・保護者等に向けた研修会の実施や「デートＤＶ」防止教育の研修会・講演会への参

加を働きかけます。 

 

【今後の取り組み７】高齢者・障害者・外国人等への支援の充実  
＜現状と課題＞ 

高齢者・障害者・外国人等の方々へは、ＤＶに関する相談機関の情報が届きにくいこと

で、被害が潜在化するとともに、長期化・深刻化することが少なくありません。被害者

はもとより、支援者に対しても相談窓口の情報が届くよう周知を図るとともに、関係機

関の連携が重要です。 

＜取組内容＞ 
◆高齢者、障害者、外国人等については、早期に発見できるよう、窓口の連携強化に努

めます。 

(1)支援情報の提供【高齢介護課、社会福祉課、国際交流室】 

(2)相談体制の充実【高齢介護課、社会福祉課、国際交流室】 

   ・窓口職員のＤＶに関する理解を深め、被害者の発見・相談の充実に努めます。 

   ・被害者・支援者への相談窓口の情報提供に努めます。 

 

 

 

 

 

＊ 配偶者暴力相談支援センター＝ＤＶ防止法第３条第３項に掲げる相談・カウンセリング・情報提

供・連絡調整・保護申し立ての支援等を行う。 

＊ 二次的被害＝配偶者等からの暴力（ＤＶ）によって心身ともに傷ついた被害者が、ＤＶの特性や被

害者の置かれた立場を理解しない不適切な言動で更に傷つくこと 

＊ 富山県「ＤＶ被害者対応マニュアル」＝民生委員・児童委員 富山県男女共同参画推進用 

                    教育関係者用・医療関係者用 
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被害者の生命または身体の安全を守るため、被害者本人の状況と意向に配慮しながら支

援を行っていくことが必要であり、状況とニーズに応じた対応を行うことが重要です。 

 

【今後の取り組み８】緊急時の安全確保  
＜現状と課題＞ 
男女平等推進センターでは、相談を受けるとともに、一時保護や保護命令などの安全確

保について情報提供を行っています。 

被害者の心身の状況や置かれた環境から、必要と認められるときは、関係機関と連携し、

被害者の立場を考慮しながら安全に一時保護につなげています。また、一時保護施設や、

必要に応じて警察、裁判所など関係機関への同行も行っています。 

また、同伴する子どもが心的外傷を受けているような場合には、児童相談所、児童育成

課、教育委員会、学校等関係機関が連携して子どものケアを行うなどの保護と援助に取り

組むなど、被害者一人ひとりの事情に配慮した対応が円滑に行われることが大切です。 

＜取組内容＞ 
◆関係機関との連携による安全確保 

  (1)緊急に必要な場合は、警察、富山県女性相談センター、児童相談所等関係機関と連携
して一時保護につなげます。【男女平等・共同参画課、男女平等推進センター、関係

各課】 

(2)被害者本人の状態や意向、同伴者の有無など様々な状態に対応するため、児童相談所

等関係機関と連携し、被害者及び被害者が同伴する子どもの適切な保護と援助に努め

ます。【男女平等・共同参画課、男女平等推進センター、児童育成課、学校教育課】 

◆安全確保のための情報提供 

保護命令申立手続きの情報提供支援【男女平等・共同参画課、男女平等推進センター】 

 

【今後の取り組み９】被害者に関する情報保護  
＜現状と課題＞ 
男女平等推進センターでは、住民基本台帳等について、加害者からの請求については閲

覧させない等の措置を講じるための情報提供や証明書の発行を行っており、関係課と連携

し被害者に関する情報保護に取り組んでいます。 

加害者から避難している被害者の居所が加害者に知られてしまう、あるいは被害者を支

援しているものの氏名等が加害者に知られてしまうといったことのないよう、被害者等に

係る情報の保護に十分配慮することが必要です。 

＜取組内容＞ 

基本目標Ⅲ 被害者の安全確保 



基本目標Ⅲ  
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◆被害者の情報管理の徹底 

○被害者保護のため、ＤＶの支援措置制度に関する周知が必要であり、支援措置に関係

する各機関・各課において、被害者に関する情報の共有と情報管理の徹底に努めます。

【市民課、納税課、社会福祉課、児童育成課、保険年金課、高齢介護課、健康増進課、

学校教育課】 

 

 

 

 

 

 

＊ 保護命令＝ 

ＤＶ防止法により、被害者が、配偶者からのさらなる身体及び精神に対する暴力によりその

生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときに、裁判所が被害者からの申立てに

より、加害者（事実婚及び元配偶者を含む）に対し発する命令。「接近禁止命令」と｢電話

等禁止命令｣及び「退去命令」がある。再度の申立てが可能としている。 

１ 接近禁止命令 

（1）被害者への接近禁止命令 

被害者へのつきまといや被害者の住居・職場等の近くを徘徊することを禁止する命令で、期

間は6か月。 

（2）被害者の子又は親族等への接近禁止命令 

被害者本人への接近禁止命令の実効性を確保するため、被害者と同居する未成年の子又は親

族等の身辺につきまとったり、子又は親族等の学校、住居、勤務先等の近くを徘徊すること

を禁止する命令。被害者の接近禁止命令と併せて発令される。期間は6か月。 

２ 電話等禁止命令 

被害者本人への接近禁止命令の実効性を確保するため、被害者に対する一定の電話・電子メ

ール等を禁止する命令。被害者の接近禁止命令と併せて発令される。期間は6か月。 

３ 退去命令 

被害者と加害者が生活の本拠をともにする場合、加害者にその住居からの退去及び住居の付

近の徘徊の禁止を命ずる命令で、期間は 2か月。 

＊ 一時保護＝ 

都道府県の役割としてＤＶ防止法に規定されている。都道府県が運営する婦人相談所に、緊

急に保護が必要な被害者を一時的に保護すること。 
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本市では、それぞれの関係課において相互に連携しながら、切れ目のない被害者の自立

支援に努めています。 

被害者が自立して生活しようとする際、複数の課題を同時に抱えており、その課題解決

にかかわる関係機関等は多岐にわたります。それらの機関が、認識を共有しながら連携を

図って被害者の自立を支援する必要があります。 

また、避難後、被害者（家族）だけでの生活に不安がある人もいることから、孤立しな

いように必要な支援を受けることができることも大切です。 

 
【今後の取り組み 10】被害者に対する適切な情報提供及び支援の充実  
＜現状と課題＞ 
被害者は、加害者からの行動の制限や監視などによる束縛により、人間関係や社会から

孤立した状態にあることが特徴のひとつです。このような被害者には、きめ細やかな対応

が必要です。また、被害者が関係課の窓口ごとにＤＶ被害等の事情を説明する負担を軽減

するなど、被害者支援を円滑に行うことが求められています。 
＜取組内容＞ 
◆被害者が安心して適切な支援が受けられるよう、関係課の連携を強化します。 

 (1)自立支援策を総合的に支援【男女平等・共同参画課、男女平等推進センター、関係各

課】 

・ケース会議の実施 

(2) 相談共通シート及び手続きチェックシートの活用【男女平等・共同参画課、男女平

等推進センター、関係各課】＜再掲＞ 

 
【今後の取り組み 11】生活再建に向けた支援  
＜現状と課題＞ 
被害者は、加害者と離れて生活を始めるには、まず、住宅の確保が必要です。また、当

面の生活費や健康不安など多くの困難を抱えており、制度やサービスの情報提供が必要で

す。また、多くの被害者が就業が困難な状況にあり、関係機関との連携による支援が必要

です。 

＜取組内容＞ 
◆住宅の支援 

・被害者の自立を支援するためには、被害者の居住の確保が重要です。被害者の市営住宅

入居申込時に、入居要件に関する法的緩和措置を実施します。【高岡建設管理センター】 

(1)単身での入居許可 

(2)空き住居がない場合の待機順番の繰上げ 

基本目標Ⅳ 被害者の自立を支援する体制の強化 



基本目標Ⅳ  
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◆生活の支援 

・被害者の個々の状況に応じ、必要な経済的支援などの制度内容や手続きをわかりやすく

説明します。被害者の自立に向けて切れ目のない支援ができるよう、関係機関の連携を

図ります。また、継続してサービスが利用できるよう、被害者の状況・事情に配慮し、

不都合・不利益を被ることがないよう対応します。【社会福祉課、児童育成課、保険年金

課、各課】 

・民間支援団体による生活支援の情報提供【男女平等・共同参画課、男女平等推進センタ

ー】 

 
◆就業支援  
・被害者の状況に応じて、ハローワークなどにおける就業支援等についての情報提供と助

言を行うとともに、関係機関との連絡調整を行い、被害者の就業に向けた支援に努めま

す。 

(1)就業に関する情報提供【男女平等・共同参画課、男女平等推進センター】 

(2)母子家庭自立支援給付金の活用による支援【児童育成課】 

(3)就業確保のための同伴児の一時保育サービスの充実【児童育成課】 

・ファミリー・サポート・センターの利用については、児童の環境・状況を把握した

うえで、配慮した対応に努めます。 

 

【今後の取り組み１２】子どもに対する支援  
＜現状と課題＞ 
児童虐待防止法では、ＤＶの環境に子どもを置くことが心理的虐待であるとしています。

従って、子どもを被害者として、支援することが必要です。 

＜取組内容＞ 
◆被害者の同伴児童など、ＤＶの環境にある子どもについては、児童相談所や学校・幼稚

園・保育所などと連携し、安全保護や心のケアを行います。 

 (1)保育、就学等に関する支援【児童育成課、学校教育課】 

・被害者は、経済的基盤が弱い家庭が多いため、幼児が安心して保育を受けることが

できるように、また、子どもが安心して教育を受けることができるように経済的支

援についての相談に適切に対応していきます。 

・児童・生徒及び被害者の安全確保のため、就学手続きに関しては、関係機関との連

携を密にして情報交換を行う等、被害者の相談に適切に対応していきます。 

(2)子どもの心のケア【児童育成課、学校教育課】 

・ＤＶ被害の影響を受けた子どもに対し、児童相談所・学校・幼稚園・保育所・医療

機関など関係機関との連携を密にし、心のケアに努めます。 

 
【今後の取り組み 13】心身の健康回復に向けた支援★  



基本目標Ⅳ  
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＜現状と課題＞ 
被害者の心的被害の回復には、時間がかかります。また、同じような経験を持つもの同

士が語り合うことが、自立に向けて有効であることから、被害経験者同士による情報交換、

交流を行うグループへの支援が求められています。 

＜取組内容＞ 
◆被害者の心身のケア 

 (1)被害者への個別カウンセリング【男女平等・共同参画課、男女平等推進センター】 

(2)心の回復に向けた講座【男女平等・共同参画課、男女平等推進センター】 

 (3)自助グループの活動支援【男女平等・共同参画課、男女平等推進センター】 

(4)心の健康相談【社会福祉課、健康増進課】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第３章 ＤＶ対策の内容  

 - 
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ＤＶ問題は、市民の人権や生命に関わる問題であり、本市では、高岡市男女平等推進市

民委員会、高岡市男女平等推進庁内連絡会議において、効果的な施策について審議し、Ｄ

Ｖ対策を総合的に推進しています。 
また、被害者の一人ひとりにあった支援を行っていくため、個別の事案において、円滑

な体制をとれるよう、関係機関との更なる連携・協力体制が必要です。 

さらに、被害者の多様なニーズに対応するためには、民間支援団体による支援が重要な

役割となっています。ＤＶ対策を効果的に進めるためには、民間支援団体と連携して問題

解決にあたることが不可欠であり、民間支援団体の活動を支援していくための取り組みが

必要です。 
本計画に基づき、市、関係機関そして民間支援団体との連携協力、「暴力を許さない高岡

ネットワーク」を強化しながら、暴力を許さない社会づくりを推進していきます。 

 
【今後の取り組み 14】計画の推進・関係機関の連携協力体制の強化  
＜現状と課題＞ 
警察、女性相談センター、児童相談所などＤＶ対策関係機関や民間支援団体との連携や、

関係部署で構成する男女平等推進庁内連絡会議において、ＤＶ防止や被害者支援について

庁内外の連携を図っています。今後も、相互に協力しながら、被害者の保護や自立支援な

どを行っていくことが必要です。 

＜取組内容＞ 
 ◆計画の推進 

○高岡市男女平等推進市民委員会の開催【男女平等・共同参画課】 

○計画の進行管理を行い、毎年度、進捗状況をホームページ等での公表【男女平等・共

同参画課】  

◆関係機関の連携強化 

(1)高岡市ＤＶ対策関係機関連絡会の設置【男女平等・共同参画課、男女平等推進センタ

ー、関係各課】 

 ・関係機関の緊密な連携を図るとともに、被害者支援についての検討や情報交換など

行います。 

 (2)県との役割分担・相互協力【男女平等・共同参画課、男女平等推進センター、関係各

課】 

  ・県と連携しながら、広報・啓発活動や被害者支援に努めます。 

(3)高岡市男女平等推進庁内連絡会議（ＤＶ対策関係幹事会）の充実【男女平等・共同参

画課、男女平等推進センター、関係各課】 

基本目標Ⅴ 暴力を許さない高岡ネットワーク 



基本目標Ⅴ  
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 ・関係課が相互に連携し、相談体制の強化、自立に向けての情報交換、また研修など

に取り組みます。 

 

【今後の取り組み 15】民間支援団体との連携強化、支援★  
＜現状と課題＞ 
本市での民間支援団体は、自立のための支援金貸し付け、カウンセリング講座などそ

れぞれの力を生かして、被害者支援における実績を着実に積み上げています。民間支援

団体は、活動を通じて被害者が抱える問題点を把握しやすい立場にあることや、柔軟に

対応することにおいても、市と民間団体と連携・協力しながら、被害者支援を推進して

いくことが重要です。 
また、「被害者への物資提供活動」は被害者への支援はもちろん、提供者等にとって、

被害者支援の啓発や参加意識につながっています。 
＜取組内容＞ 

◆民間支援団体との連携強化【男女平等・共同参画課、男女平等推進センター】 

・施策の推進にあたっては、被害者支援を目的として活動する民間支援団体との連携に

より実施するように努めます。 
◆民間支援団体への支援【男女平等・共同参画課、男女平等推進センター】 
・民間支援団体による自助グループが継続して活動できるように支援するほか、団体の

ニーズを調査しながら、支援の内容を検討します。 
 

【今後の取り組み 16】苦情に対する適切な対応  
＜現状と課題＞ 
ＤＶ相談などの被害者から苦情があった場合は、誠実に受け止め、適切かつ迅速に処

理することが大切です。苦情については、関係各課と共有し、必要に応じて今後の職務

に生かしていくことが大切です。 
＜取組内容＞ 

◆苦情に対する適切な対応【男女平等・共同参画課、男女平等推進センター、関係各課】 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                      参考資料 
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連携 　　通報

情報提供
証明書の発行
同行支援 相談 連携

連携

一時保護

ＤＶ対策関係機関の連携

予防･啓発

保護命令申立支援

　ＤＶ被害者支援の流れ（フローチャート）

　高岡市男女平等推進センター
　(高岡市配偶者暴力相談支援センター）

富山県女性相談センター

（配偶者暴力相談支援センター） 地方裁判所
・保護命令

　自立に向けて
　生活再建や住宅確保の情報提供・各種支援の提供・心のケア
（関係機関の連携・協力・支援にかかわる関係者への援助）

＜住宅の確保＞
高岡建設管理センター
・市営住宅への入居

＜福祉サービスその他の制度の利用＞

児童育成課　　　　　市民課
・児童扶養手当　　　・住民基本台帳閲覧制限
・子ども手当
・母子福祉　　　　　保険年金課
・保育所入所　　　　・国民健康保険の加入
　　　　　　　　　　・保険料の相談
社会福祉課
・生活保護　　　　　納税課
・障害者支援　　　　・納税相談
　

相互に連携しながら自立に向けての
支援を実施

＜就業支援＞
児童育成課
産業企画課
ハローワーク

家庭裁判所

・離婚調停等

＜子どもへの支援＞
高岡児童相談所
学校
保育園
児童育成課

＜法手続きの支援＞
法テラス
・弁護士の紹介
・相談
弁護士会

＜心理・医療的ケア＞

男女平等推進センター
高岡厚生センター
医療機関

　

        被　害　者

国際交流室
市民協働課
社会福祉課
児童育成課
保険年金課
高齢介護課
健康増進課
市民病院

市民
地域の支援者
（民生委員･児童委員、
人権擁護委員など）

警察

児童相談所
高岡厚生センター

医療機関等
教育関係者

高岡市男女平等推進
市民委員会

高岡市ＤＶ対策関係
機関連絡会

民間支援団体
男女平等推進センター
学校
事業所

高岡市男女平等推進
庁内連絡会議

民間支援団体
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【相　　談】 　・市民

　・医療関係者 ・生活支援の提供

　・地域の支援者 ・関係機関への同行支援

（相談） （通報） ・サポートグループ

・自助グループ

【安全確保】

一時保護 情報保護

富山県女性相談センター

(配偶者暴力相談支援センター）

【自立支援】 ・関係機関との連携

・支援のコーディネイト

【心理的ケア】 ・個別カウンセリング

・サポートグループ

・自助グループ

【予防・啓発】 ・DＶ支援関係機関連絡会議の実施

・支援者等関係者に対する研修会の実施

・セミナー・講座の開催

情報提供電話・面談 ・DＶ支援関係機関連絡会議

・支援者等関係者に対する
研修会

・セミナー・講座の開催

警察との連携 法律相談

・相談証明書の発行

情報提供

・関係機関への同行支援

裁判所に書面提出

保護命令申立支援

・住民基本台帳閲覧制限の証明書の発行

・年金情報保護の証明書の発行

高岡市男女平等推進センター
（高岡市配偶者暴力相談支援センターの機能）

支援を求めるDV被害者
民間支援団体との連携
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名　　　称 電　　話

　男女平等推進センター相談室 0766-20-1811

　男女平等・共同参画課 0766-20-1812 ※

　国際交流センター 0766-27-1856

　国際交流室 0766-20-1224 ※

　納税課 0766-20-1281 ※

　市民協働課 0766-20-1327 ※

　市民課 0766-20-1337 ※

　社会福祉課 0766-20-1368 ※

　児童育成課 0766-20-1381 ※

　高齢介護課 0766-20-1318 ※

　保険年金課 0766-20-1357 ※

　健康増進課 0766-20-1345 ※

　高岡建設管理センター 0766-20-1403 ※

　市民病院 0766-23-0204 ※

　学校教育課 0766-20-1449 ※

名　　　称 電　　話

　富山県女性相談センター 076-465-6722
　（配偶者暴力相談支援センター）

　警察 0120-72-8730
　（女性被害１１０番）

　高岡警察署 0766-23-0110

　高岡児童相談所 0766-21-2124

　高岡厚生センター 0766-26-8415

　富山地方法務局 0570-070-810
　（女性の人権ホットライン）

　月～金曜日 8:30～17:15（祝日及び年末年始は休み）

　月～金曜日 8:30～17:15（祝日及び年末年始は休み）

　月～金曜日 8:30～17:15（祝日及び年末年始は休み）

　月～金曜日 8:30～17:15（祝日及び年末年始は休み）

備　　考

　来所：月～金曜日 8:30～17:15（祝日及び年末年始は休み）
　電話：毎日 8:30～22:00　※来所の前にお電話ください

備　　考

　月・火・水・金・土曜日　9:30～16:30

※は月～金曜日8:30～17:15（祝日及び年末年始は休み）

　木曜日　14:00～20:00（第4月曜日、年末年始は休み）

　納税相談

　外国人のための生活相談　　　　　　　　　

　女性相談、ＤＶ等の相談　　　　　　　　　

　（面接相談は予約必要）

　月～土曜日　10:00～19:00（祝日及び年末年始は休み）

　法律相談、一般市民相談

　住民基本台帳閲覧制限

　生活保護、障害者支援、心の健康相談

　児童扶養手当、子ども手当、母子福祉

　医療相談

　就学・転学（転校）、就学援助

　介護保険、高齢者相談

　国民健康保険の加入、保険税の相談

　健康相談、子育て相談、心の健康相談

　市営住宅への入居

ＤＶ関係機関一覧

◆高岡市関係課

◆富山県内の関係機関
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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律 

（平成十三年四月十三日法律第三十一号） 

最終改正：平成十九年七月十一日法律第百十三号 

 

目次 

前文 

第一章 総則（第一条・第二条） 

第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等（第二条の二・第二条の三） 

第二章 配偶者暴力相談支援センター等（第三条―第五条） 

第三章 被害者の保護（第六条―第九条の二） 

第四章 保護命令（第十条―第二十二条） 

第五章 雑則（第二十三条―第二十八条） 

第六章 罰則（第二十九条・第三十条） 

附則 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、人権の擁護と男女平

等の実現に向けた取組が行われている。 

ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であるにもかかわら

ず、被害者の救済が必ずしも十分に行われてこなかった。また、配偶者からの暴力の被害者は、

多くの場合女性であり、経済的自立が困難である女性に対して配偶者が暴力を加えることは、個

人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとなっている。 

このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を図るためには、配偶者からの暴力を

防止し、被害者を保護するための施策を講ずることが必要である。このことは、女性に対する暴

力を根絶しようと努めている国際社会における取組にも沿うものである。 

ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備することにより、

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、この法律を制定する。 

 

第一章 総則 

（定義） 

第一条 この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの身体に対する暴力（身体に

対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。）又はこれに

準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動（以下この項において「身体に対する暴力等」と総称す

る。）をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、又はその

婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する

暴力等を含むものとする。 

２ この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力を受けた者をいう。 

３ この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情に

ある者を含み、「離婚」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあっ

た者が、事実上離婚したと同様の事情に入ることを含むものとする。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第二条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止するとともに、被害者の自立を支援す

ることを含め、その適切な保護を図る責務を有する。 
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第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等 

（基本方針） 

第二条の二 内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣及び厚生労働大臣（以下この条及び次条

第五項において「主務大臣」という。）は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため

の施策に関する基本的な方針（以下この条並びに次条第一項及び第三項において「基本方針」

という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項の都道府県基本計画及び同条第三

項の市町村基本計画の指針となるべきものを定めるものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な事項 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の内容に関する事項 

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関 

する重要事項 

３ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政

機関の長に協議しなければならない。 

４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなけれ

ばならない。 

（都道府県基本計画等） 

第二条の三 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県における配偶者からの暴力の防止及

び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画（以下この条において「都道府県基

本計画」という。）を定めなければならない。 

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な方針 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施内容に関する事項 

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する重要事項 

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案

して、当該市町村における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関

する基本的な計画（以下この条において「市町村基本計画」という。）を定めるよう努めなけ

ればならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市町村基本計画を定め、又は変更したときは、

遅滞なく、これを公表しなければならない。 

５ 主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府県基本計画又は市町村基本計画の作成のた

めに必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。 

 

第二章 配偶者暴力相談支援センター等 

（配偶者暴力相談支援センター） 

第三条 都道府県は、当該都道府県が設置する婦人相談所その他の適切な施設において、当該各

施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにするものとする。 

２ 市町村は、当該市町村が設置する適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支援セ

ンターとしての機能を果たすようにするよう努めるものとする。 

３ 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため、次に掲

げる業務を行うものとする。 
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一 被害者に関する各般の問題について、相談に応ずること又は婦人相談員若しくは相談を行

う機関を紹介すること。 

二 被害者の心身の健康を回復させるため、医学的又は心理学的な指導その他の必要な指導を

行うこと。 

三 被害者（被害者がその家族を同伴する場合にあっては、被害者及びその同伴する家族。次

号、第六号、第五条及び第八条の三において同じ。）の緊急時における安全の確保及び一時

保護を行うこと。 

四 被害者が自立して生活することを促進するため、就業の促進、住宅の確保、援護等に関す

る制度の利用等について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこ

と。 

五 第四章に定める保護命令の制度の利用について、情報の提供、助言、関係機関への連絡そ

の他の援助を行うこと。 

六 被害者を居住させ保護する施設の利用について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調

整その他の援助を行うこと。 

４ 前項第三号の一時保護は、婦人相談所が、自ら行い、又は厚生労働大臣が定める基準を満た

す者に委託して行うものとする。 

５ 配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行うに当たっては、必要に応じ、配偶者からの

暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体との連携に努めるものとす

る。 

（婦人相談員による相談等） 

第四条 婦人相談員は、被害者の相談に応じ、必要な指導を行うことができる。 

（婦人保護施設における保護） 

第五条 都道府県は、婦人保護施設において被害者の保護を行うことができる。 

 

第三章 被害者の保護 

（配偶者からの暴力の発見者による通報等） 

第六条 配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者であった者からの身体に対する暴力に限る。以下

この章において同じ。）を受けている者を発見した者は、その旨を配偶者暴力相談支援センタ

ー又は警察官に通報するよう努めなければならない。 

２ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又

は疾病にかかったと認められる者を発見したときは、その旨を配偶者暴力相談支援センター又

は警察官に通報することができる。この場合において、その者の意思を尊重するよう努めるも

のとする。 

３ 刑法（明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規

定は、前二項の規定により通報することを妨げるものと解釈してはならない。 

４ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又

は疾病にかかったと認められる者を発見したときは、その者に対し、配偶者暴力相談支援セン

ター等の利用について、その有する情報を提供するよう努めなければならない。 

（配偶者暴力相談支援センターによる保護についての説明等） 

第七条 配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関する通報又は相談を受けた場合には、必要

に応じ、被害者に対し、第三条第三項の規定により配偶者暴力相談支援センターが行う業務の
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内容について説明及び助言を行うとともに、必要な保護を受けることを勧奨するものとする。 

（警察官による被害の防止） 

第八条 警察官は、通報等により配偶者からの暴力が行われていると認めるときは、警察法（昭

和二十九年法律第百六十二号）、警察官職務執行法（昭和二十三年法律第百三十六号）その他

の法令の定めるところにより、暴力の制止、被害者の保護その他の配偶者からの暴力による被

害の発生を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（警察本部長等の援助） 

第八条の二 警視総監若しくは道府県警察本部長（道警察本部の所在地を包括する方面を除く方

面については、方面本部長。第十五条第三項において同じ。）又は警察署長は、配偶者からの

暴力を受けている者から、配偶者からの暴力による被害を自ら防止するための援助を受けたい

旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当該配偶者からの暴力を受けている者に対

し、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該被害を自ら防止するための措置の教示そ

の他配偶者からの暴力による被害の発生を防止するために必要な援助を行うものとする。 

（福祉事務所による自立支援） 

第八条の三 社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）に定める福祉に関する事務所（次条に

おいて「福祉事務所」という。）は、生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）、児童福

祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）、母子及び寡婦福祉法（昭和三十九年法律第百二十九

号）その他の法令の定めるところにより、被害者の自立を支援するために必要な措置を講ずる

よう努めなければならない。 

（被害者の保護のための関係機関の連携協力） 

第九条 配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、福祉事務所等都道府県又は市町村の関係

機関その他の関係機関は、被害者の保護を行うに当たっては、その適切な保護が行われるよう、

相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。 

（苦情の適切かつ迅速な処理） 

第九条の二 前条の関係機関は、被害者の保護に係る職員の職務の執行に関して被害者から苦情

の申出を受けたときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めるものとする。 

 

第四章 保護命令 

（保護命令） 

第十条 被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫（被害者の生命又は

身体に対し害を加える旨を告知してする脅迫をいう。以下この章において同じ。）を受けた者

に限る。以下この章において同じ。）が、配偶者からの身体に対する暴力を受けた者である場

合にあっては配偶者からの更なる身体に対する暴力（配偶者からの身体に対する暴力を受けた

後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった

者から引き続き受ける身体に対する暴力。第十二条第一項第二号において同じ。）により、配

偶者からの生命等に対する脅迫を受けた者である場合にあっては配偶者から受ける身体に対

する暴力（配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻

が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力。

同号において同じ。）により、その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、

裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、

当該配偶者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が
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離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者。以下この条、

同項第三号及び第四号並びに第十八条第一項において同じ。）に対し、次の各号に掲げる事項

を命ずるものとする。ただし、第二号に掲げる事項については、申立ての時において被害者及

び当該配偶者が生活の本拠を共にする場合に限る。 

一 命令の効力が生じた日から起算して六月間、被害者の住居（当該配偶者と共に生活の本拠

としている住居を除く。以下この号において同じ。）その他の場所において被害者の身辺に

つきまとい、又は被害者の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいして

はならないこと。 

二 命令の効力が生じた日から起算して二月間、被害者と共に生活の本拠としている住居から

退去すること及び当該住居の付近をはいかいしてはならないこと。 

２ 前項本文に規定する場合において、同項第一号の規定による命令を発する裁判所又は発した

裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、

当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日から

起算して六月を経過する日までの間、被害者に対して次の各号に掲げるいずれの行為もしては

ならないことを命ずるものとする。 

一 面会を要求すること。 

二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 

三 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 

四 電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場合を除き、連続して、電話をかけ、フ

ァクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。 

五 緊急やむを得ない場合を除き、午後十時から午前六時までの間に、電話をかけ、ファクシ

ミリ装置を用いて送信し、又は電子メールを送信すること。 

六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はそ

の知り得る状態に置くこと。 

七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 

八 その性的羞恥
しゅうち

心
しん

を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞

恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。 

３ 第一項本文に規定する場合において、被害者がその成年に達しない子（以下この項及び次項

並びに第十二条第一項第三号において単に「子」という。）と同居しているときであって、配

偶者が幼年の子を連れ戻すと疑うに足りる言動を行っていることその他の事情があることか

ら被害者がその同居している子に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止

するため必要があると認めるときは、第一項第一号の規定による命令を発する裁判所又は発し

た裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するた

め、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日

から起算して六月を経過する日までの間、当該子の住居（当該配偶者と共に生活の本拠として

いる住居を除く。以下この項において同じ。）、就学する学校その他の場所において当該子の

身辺につきまとい、又は当該子の住居、就学する学校その他その通常所在する場所の付近をは

いかいしてはならないことを命ずるものとする。ただし、当該子が十五歳以上であるときは、

その同意がある場合に限る。 

４ 第一項本文に規定する場合において、配偶者が被害者の親族その他被害者と社会生活におい

て密接な関係を有する者（被害者と同居している子及び配偶者と同居している者を除く。以下
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この項及び次項並びに第十二条第一項第四号において「親族等」という。）の住居に押し掛け

て著しく粗野又は乱暴な言動を行っていることその他の事情があることから被害者がその親

族等に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため必要があると認め

るときは、第一項第一号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立

てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者に対し、命

令の効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日から起算して六月を経過す

る日までの間、当該親族等の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下

この項において同じ。）その他の場所において当該親族等の身辺につきまとい、又は当該親族

等の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずる

ものとする。 

５ 前項の申立ては、当該親族等（被害者の十五歳未満の子を除く。以下この項において同じ。）

の同意（当該親族等が十五歳未満の者又は成年被後見人である場合にあっては、その法定代理

人の同意）がある場合に限り、することができる。 

（管轄裁判所） 

第十一条 前条第一項の規定による命令の申立てに係る事件は、相手方の住所（日本国内に住所

がないとき又は住所が知れないときは居所）の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 

２ 前条第一項の規定による命令の申立ては、次の各号に掲げる地を管轄する地方裁判所にもす

ることができる。 

一 申立人の住所又は居所の所在地 

二 当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫が行われた地 

（保護命令の申立て） 

第十二条 第十条第一項から第四項までの規定による命令（以下「保護命令」という。）の申立

ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 

一 配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた状況 

二 配偶者からの更なる身体に対する暴力又は配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後

の配偶者から受ける身体に対する暴力により、生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが

大きいと認めるに足りる申立ての時における事情 

三 第十条第三項の規定による命令の申立てをする場合にあっては、被害者が当該同居してい

る子に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため当該命令を発す

る必要があると認めるに足りる申立ての時における事情 

四 第十条第四項の規定による命令の申立てをする場合にあっては、被害者が当該親族等に関

して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため当該命令を発する必要が

あると認めるに足りる申立ての時における事情 

五 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に対し、前各号に掲げる事項について相

談し、又は援助若しくは保護を求めた事実の有無及びその事実があるときは、次に掲げる事

項 

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員の所属官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容 

２ 前項の書面（以下「申立書」という。）に同項第五号イからニまでに掲げる事項の記載がな
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い場合には、申立書には、同項第一号から第四号までに掲げる事項についての申立人の供述を

記載した書面で公証人法（明治四十一年法律第五十三号）第五十八条ノ二第一項の認証を受け

たものを添付しなければならない。 

（迅速な裁判） 

第十三条 裁判所は、保護命令の申立てに係る事件については、速やかに裁判をするものとする。 

（保護命令事件の審理の方法） 

第十四条 保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、

これを発することができない。ただし、その期日を経ることにより保護命令の申立ての目的を

達することができない事情があるときは、この限りでない。 

２ 申立書に第十二条第一項第五号イからニまでに掲げる事項の記載がある場合には、裁判所は、

当該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長に対し、申立人が相談し又は援助若し

くは保護を求めた際の状況及びこれに対して執られた措置の内容を記載した書面の提出を求

めるものとする。この場合において、当該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長

は、これに速やかに応ずるものとする。 

３ 裁判所は、必要があると認める場合には、前項の配偶者暴力相談支援センター若しくは所属

官署の長又は申立人から相談を受け、若しくは援助若しくは保護を求められた職員に対し、同

項の規定により書面の提出を求めた事項に関して更に説明を求めることができる。 

（保護命令の申立てについての決定等） 

第十五条 保護命令の申立てについての決定には、理由を付さなければならない。ただし、口頭

弁論を経ないで決定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる。 

２ 保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は相手方が出頭した口頭弁論若しくは審尋の期

日における言渡しによって、その効力を生ずる。 

３ 保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速やかにその旨及びその内容を申立人の住所又

は居所を管轄する警視総監又は道府県警察本部長に通知するものとする。 

４ 保護命令を発した場合において、申立人が配偶者暴力相談支援センターの職員に対し相談し、

又は援助若しくは保護を求めた事実があり、かつ、申立書に当該事実に係る第十二条第一項第

五号イからニまでに掲げる事項の記載があるときは、裁判所書記官は、速やかに、保護命令を

発した旨及びその内容を、当該申立書に名称が記載された配偶者暴力相談支援センター（当該

申立書に名称が記載された配偶者暴力相談支援センターが二以上ある場合にあっては、申立人

がその職員に対し相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時が最も遅い配偶者暴力相談支援

センター）の長に通知するものとする。 

５ 保護命令は、執行力を有しない。 

（即時抗告） 

第十六条 保護命令の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。 

２ 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼさない。 

３ 即時抗告があった場合において、保護命令の取消しの原因となることが明らかな事情がある

ことにつき疎明があったときに限り、抗告裁判所は、申立てにより、即時抗告についての裁判

が効力を生ずるまでの間、保護命令の効力の停止を命ずることができる。事件の記録が原裁判

所に存する間は、原裁判所も、この処分を命ずることができる。 

４ 前項の規定により第十条第一項第一号の規定による命令の効力の停止を命ずる場合におい

て、同条第二項から第四項までの規定による命令が発せられているときは、裁判所は、当該命
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令の効力の停止をも命じなければならない。 

５ 前二項の規定による裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 

６ 抗告裁判所が第十条第一項第一号の規定による命令を取り消す場合において、同条第二項か

ら第四項までの規定による命令が発せられているときは、抗告裁判所は、当該命令をも取り消

さなければならない。 

７ 前条第四項の規定による通知がされている保護命令について、第三項若しくは第四項の規定

によりその効力の停止を命じたとき又は抗告裁判所がこれを取り消したときは、裁判所書記官

は、速やかに、その旨及びその内容を当該通知をした配偶者暴力相談支援センターの長に通知

するものとする。 

８ 前条第三項の規定は、第三項及び第四項の場合並びに抗告裁判所が保護命令を取り消した場

合について準用する。 

（保護命令の取消し） 

第十七条 保護命令を発した裁判所は、当該保護命令の申立てをした者の申立てがあった場合に

は、当該保護命令を取り消さなければならない。第十条第一項第一号又は第二項から第四項ま

での規定による命令にあっては同号の規定による命令が効力を生じた日から起算して三月を

経過した後において、同条第一項第二号の規定による命令にあっては当該命令が効力を生じた

日から起算して二週間を経過した後において、これらの命令を受けた者が申し立て、当該裁判

所がこれらの命令の申立てをした者に異議がないことを確認したときも、同様とする。 

２ 前条第六項の規定は、第十条第一項第一号の規定による命令を発した裁判所が前項の規定に

より当該命令を取り消す場合について準用する。 

３ 第十五条第三項及び前条第七項の規定は、前二項の場合について準用する。 

（第十条第一項第二号の規定による命令の再度の申立て） 

第十八条 第十条第一項第二号の規定による命令が発せられた後に当該発せられた命令の申立

ての理由となった身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫と同一の事実を理由とする同号

の規定による命令の再度の申立てがあったときは、裁判所は、配偶者と共に生活の本拠として

いる住居から転居しようとする被害者がその責めに帰することのできない事由により当該発

せられた命令の効力が生ずる日から起算して二月を経過する日までに当該住居からの転居を

完了することができないことその他の同号の規定による命令を再度発する必要があると認め

るべき事情があるときに限り、当該命令を発するものとする。ただし、当該命令を発すること

により当該配偶者の生活に特に著しい支障を生ずると認めるときは、当該命令を発しないこと

ができる。 

２ 前項の申立てをする場合における第十二条の規定の適用については、同条第一項各号列記以

外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「第一号、第二号及び第五号に掲げる事項並びに第

十八条第一項本文の事情」と、同項第五号中「前各号に掲げる事項」とあるのは「第一号及び

第二号に掲げる事項並びに第十八条第一項本文の事情」と、同条第二項中「同項第一号から第

四号までに掲げる事項」とあるのは「同項第一号及び第二号に掲げる事項並びに第十八条第一

項本文の事情」とする。 

（事件の記録の閲覧等） 

第十九条 保護命令に関する手続について、当事者は、裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧

若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請

求することができる。ただし、相手方にあっては、保護命令の申立てに関し口頭弁論若しくは
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相手方を呼び出す審尋の期日の指定があり、又は相手方に対する保護命令の送達があるまでの

間は、この限りでない。 

（法務事務官による宣誓認証） 

第二十条 法務局若しくは地方法務局又はその支局の管轄区域内に公証人がいない場合又は公

証人がその職務を行うことができない場合には、法務大臣は、当該法務局若しくは地方法務局

又はその支局に勤務する法務事務官に第十二条第二項（第十八条第二項の規定により読み替え

て適用する場合を含む。）の認証を行わせることができる。 

（民事訴訟法の準用） 

第二十一条 この法律に特別の定めがある場合を除き、保護命令に関する手続に関しては、その

性質に反しない限り、民事訴訟法（平成八年法律第百九号）の規定を準用する。 

（最高裁判所規則） 

第二十二条 この法律に定めるもののほか、保護命令に関する手続に関し必要な事項は、最高裁

判所規則で定める。 

 

第五章 雑則 

（職務関係者による配慮等） 

第二十三条 配偶者からの暴力に係る被害者の保護、捜査、裁判等に職務上関係のある者（次項

において「職務関係者」という。）は、その職務を行うに当たり、被害者の心身の状況、その

置かれている環境等を踏まえ、被害者の国籍、障害の有無等を問わずその人権を尊重するとと

もに、その安全の確保及び秘密の保持に十分な配慮をしなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被害者の人権、配偶者からの暴力の特性等に関

する理解を深めるために必要な研修及び啓発を行うものとする。 

（教育及び啓発） 

第二十四条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止に関する国民の理解を深めるため

の教育及び啓発に努めるものとする。 

（調査研究の推進等） 

第二十五条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に資するため、

加害者の更生のための指導の方法、被害者の心身の健康を回復させるための方法等に関する調

査研究の推進並びに被害者の保護に係る人材の養成及び資質の向上に努めるものとする。 

（民間の団体に対する援助） 

第二十六条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活

動を行う民間の団体に対し、必要な援助を行うよう努めるものとする。 

（都道府県及び市の支弁） 

第二十七条 都道府県は、次の各号に掲げる費用を支弁しなければならない。 

一 第三条第三項の規定に基づき同項に掲げる業務を行う婦人相談所の運営に要する費用（次

号に掲げる費用を除く。） 

二 第三条第三項第三号の規定に基づき婦人相談所が行う一時保護（同条第四項に規定する厚

生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行う場合を含む。）に要する費用 

三 第四条の規定に基づき都道府県知事の委嘱する婦人相談員が行う業務に要する費用 

四 第五条の規定に基づき都道府県が行う保護（市町村、社会福祉法人その他適当と認める者

に委託して行う場合を含む。）及びこれに伴い必要な事務に要する費用 
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２ 市は、第四条の規定に基づきその長の委嘱する婦人相談員が行う業務に要する費用を支弁し

なければならない。 

（国の負担及び補助） 

第二十八条 国は、政令の定めるところにより、都道府県が前条第一項の規定により支弁した費

用のうち、同項第一号及び第二号に掲げるものについては、その十分の五を負担するものとす

る。 

２ 国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費用の十分の五以内を補助することができ

る。 

一 都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第三号及び第四号に掲げる

もの 

二 市が前条第二項の規定により支弁した費用 

 

第六章 罰則 

第二十九条 保護命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 

第三十条 第十二条第一項（第十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の

規定により記載すべき事項について虚偽の記載のある申立書により保護命令の申立てをした

者は、十万円以下の過料に処する。 

 

附 則〔抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第二章、

第六条（配偶者暴力相談支援センターに係る部分に限る。）、第七条、第九条（配偶者暴力相

談支援センターに係る部分に限る。）、第二十七条及び第二十八条の規定は、平成十四年四月

一日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 平成十四年三月三十一日までに婦人相談所に対し被害者が配偶者からの身体に対する

暴力に関して相談し、又は援助若しくは保護を求めた場合における当該被害者からの保護命令

の申立てに係る事件に関する第十二条第一項第四号並びに第十四条第二項及び第三項の規定

の適用については、これらの規定中「配偶者暴力相談支援センター」とあるのは、「婦人相談

所」とする。 

（検討） 

第三条 この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況

等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 

 

附 則〔平成十六年法律第六十四号〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者

の保護に関する法律（次項において「旧法」という。）第十条の規定による命令の申立てに係

る同条の規定による命令に関する事件については、なお従前の例による。 
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２ 旧法第十条第二号の規定による命令が発せられた後に当該命令の申立ての理由となった身

体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものと同一の事実を理由とする

この法律による改正後の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（以下「新法」

という。）第十条第一項第二号の規定による命令の申立て（この法律の施行後最初にされるも

のに限る。）があった場合における新法第十八条第一項の規定の適用については、同項中「二

月」とあるのは、「二週間」とする。 

（検討） 

第三条 新法の規定については、この法律の施行後三年を目途として、新法の施行状況等を勘案

し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 

 

附 則〔平成十九年法律第百十三号〕〔抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者

の保護に関する法律第十条の規定による命令の申立てに係る同条の規定による命令に関する

事件については、なお従前の例による。 
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 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する  

基本的な方針（概要）  

平 成 2 0 年 1 月 1 1 日  

内閣府、国家公安委員会、  

法務省、厚生労働省告示第1号  

 

第１ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な事項  

１ 基本的な考え方  

配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害である。  

２ 我が国の現状  

平成13年４月、法が制定され、平成16年５月には、法改正が行われ、平成16年12月に施

行されるとともに、基本方針が策定された。平成19年７月に法改正が行われ、平成20年１

月11日に施行された。  

３ 基本方針並びに都道府県基本計画及び市町村基本計画  

（１）基本方針  

基本方針は、都道府県基本計画及び市町村基本計画の指針となるべきものである。  

（２）都道府県基本計画及び市町村基本計画  

基本計画は、第一線で中心となって施策に取り組む地方公共団体が策定するものである。

策定に当たっては、それぞれの都道府県又は市町村の状況を踏まえた計画とするとともに、

都道府県と市町村の役割分担についても、基本方針を基に、地域の実情に合った適切な役割

分担となるよう、あらかじめ協議することが必要である。被害者の立場に立った切れ目のな

い支援のため、都道府県については、被害者の支援における中核として、一時保護等の実施、

市町村への支援、職務関係者の研修等広域的な施策等、市町村については、身近な行政主体

の窓口として、相談窓口の設置、緊急時における安全の確保、地域における継続的な自立支

援等が基本的な役割として考えられる。  

 

第２ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の内容に関する事項  

１ 配偶者暴力相談支援センター  

都道府県の支援センターは、都道府県における対策の中核として、処遇の難しい事案への

対応や専門的・広域的な対応が求められる業務にも注力することが望ましい。市町村の支援

センターは、身近な行政主体における支援の窓口として、その性格に即した基本的な役割に

ついて、積極的に取り組むことが望ましい。また、民間団体と支援センターとが必要に応じ、

機動的に連携を図りながら対応することが必要である。 

２ 婦人相談員  

婦人相談員は、被害者に関する各般の相談に応じるとともに、その態様に応じた適切な援

助を行うことが必要である。  

 

３ 配偶者からの暴力の発見者による通報等  

（１）通報  

都道府県及び市町村は、被害者を発見した者は、その旨を支援センター又は警察官に通報

するよう努めることの周知を図ることが必要である。医師その他の医療関係者等は、被害者
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を発見した場合には、守秘義務を理由にためらうことなく、支援センター又は警察官に対し

て通報を行うことが必要である。  

（２）通報等への対応  

支援センターにおいて、国民から通報を受けた場合は、通報者に対し、被害者に支援セン

ターの利用に関する情報を教示してもらうよう協力を求めることが必要である。医療関係者

から通報を受けた場合は、被害者の意思を踏まえ、当該医療機関に出向く等により状況を把

握し、被害者に対して説明や助言を行うことが望ましい。警察において、配偶者からの暴力

が行われていると認めた場合は、暴力の制止に当たるとともに、応急の救護を要すると認め

られる被害者を保護することが必要である。  

 

４ 被害者からの相談等  

（１）配偶者暴力相談支援センター  

電話による相談があった場合は、その訴えに耳を傾け、適切な助言を行うこと、また、面

接相談を行う場合は、その話を十分に聴いた上で、どのような援助を求めているのかを把握

し、問題解決に向けて助言を行うことが必要である。  

（２）警察  

相談に係る事案が刑罰法令に抵触すると認められる場合には、被害者の意思を踏まえ捜査

を開始するほか、刑事事件として立件が困難であると認められる場合であっても、加害者に

対する指導警告を行うなどの措置を講ずることが必要である。被害者から警察本部長等の援

助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、国家公安委員会規則で定め

るところにより、必要な援助を行うことが必要である。  

（３）人権擁護機関  

支援センター、警察等と連携を図りながら、被害者に必要な助言、婦人相談所等一時保護

施設への紹介等の援助をし、暴力行為に及んだ者等に対しては、これをやめるよう、説示、

啓発を行うことが必要である。 

 

５ 被害者に対する医学的又は心理学的な援助等  

（１）被害者に対する援助  

婦人相談所において、医師、心理判定員等、支援にかかわる職員が連携して被害者に対す

る医学的又は心理学的な援助を行うことが必要である。また、被害者が、地域での生活を送

りながら、身近な場所で相談等の援助を受けられるよう、支援センターは、カウンセリング

を行うことや適切な相談機関を紹介するなどの対応を採ることが必要である。  

（２）子どもに対する援助  

児童相談所において、医学的又は心理学的な援助を必要とする子どもに対して、精神科医

や児童心理司等が連携を図りながら、カウンセリング等を実施することが必要である。また、

学校及び教育委員会並びに支援センターは、学校において、スクールカウンセラー等が相談

に応じていること等について、適切に情報提供を行うことが必要である。  

（３）医療機関との連携  

支援センターは、被害者本人及びその子どもを支援するに当たって、専門医学的な判断や

治療を必要とする場合は、医療機関への紹介、あっせんを行うことが必要である。  
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６ 被害者の緊急時における安全の確保及び一時保護等  

（１）緊急時における安全の確保  

婦人相談所の一時保護所が離れている等の場合において、緊急に保護を求めてきた被害者

を一時保護が行われるまでの間等に適当な場所にかくまう、又は避難場所を提供すること等

の緊急時における安全の確保は、身近な行政主体である市町村において、地域における社会

資源を活用して積極的に実施されることが望ましい。  

（２）一時保護  

一時保護は、配偶者からの暴力を避けるため緊急に保護すること等を目的に行われるもの

であるから、夜間、休日を問わず、一時保護の要否判断を速やかに行う体制を整えることが

必要である。また、それぞれの被害者の状況等を考慮し、被害者にとって最も適当と考えら

れる一時保護の方法及び施設を選定することが必要である。  

（３）婦人保護施設等  

婦人保護施設は、適切な職員を配置し、心身の健康の回復や生活基盤の安定化と自立に向

けた支援を行うことが必要である。母子生活支援施設は、適切な職員を配置し、子どもの保

育や教育等を含め、母子について心身の健康の回復や生活基盤の安定化と自立に向けた支援

を行うとともに、退所後についても相談その他の援助を行うことが必要である。  

（４）広域的な対応 

 都道府県域を越えて一時保護・施設入所がなされる広域的な対応も増加しており、これら

地方公共団体間の広域的な連携を円滑に実施することが必要である。  

 

７ 被害者の自立の支援  

（１）関係機関等との連絡調整等  

支援センターが中心となって関係機関の協議会等を設置し、関係機関等の相互の連携体制

について協議を行うとともに、各機関の担当者が参加して、具体的な事案に即して協議を行

う場も継続的に設けることが望ましい。また、手続の一元化や同行支援を行うことにより、

被害者の負担の軽減と、手続の円滑化を図ることが望ましい。  

（２）被害者等に係る情報の保護  

支援センターは、住民基本台帳の閲覧等に関し、被害者を保護する観点から、加害者から

の請求については閲覧させない等の措置が執られていることについて、情報提供等を行うこ

とが必要である。また、住民基本台帳からの情報に基づき事務の処理を行う関係部局におい

ては、閲覧等の制限の対象となっている被害者について、特に厳重に情報の管理を行うこと

が必要である。外国人登録原票については、原則として非公開であり、その取扱いには十分

な注意が求められることについて、徹底することが必要である。  

（３）生活の支援  

福祉事務所及び母子自立支援員においては、法令に基づき被害者の自立支援を行うことが

必要である。福祉事務所においては、生活保護の申請を受けて、扶養義務者に対して扶養の

可能性を調査する際の方法や範囲等に関し、被害者の安全確保の観点から適切に配慮するこ

とが必要である。  

（４）就業の支援  

公共職業安定所や職業訓練施設においては、被害者一人一人の状況に応じたきめ細かな就

業支援に積極的に取り組むことが必要である。また、子どものいる被害者については、母子
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家庭等就業・自立支援センターにおける就業相談等の活用についても積極的に促すことが必

要である。  

（５）住宅の確保  

公営住宅の事業主体において、被害者の自立支援のため、公営住宅の優先入居や目的外使

用等の制度が一層活用されることが必要である。また、都道府県等においては、身元保証人

が得られないことでアパート等の賃借が困難となっている被害者のための身元保証人を確

保するための事業の速やかな普及を図ることが望ましい。  

（６）医療保険  

被害者が被害を受けている旨の証明書を持って保険者に申し出ることにより、健康保険に

おける被扶養者又は国民健康保険組合における組合員の世帯に属する者から外れること、ま

た、第三者行為による傷病についても、保険診療による受診が可能であること等の情報提供

等を行うことが必要である。  

（７）年金  

被害者が社会保険事務所において手続をとることにより、国民年金原簿等に記載されてい

る住所等が知られることのないよう、秘密の保持に配慮した取扱いが行われること等につい

て、情報提供等を行うことが必要である。  

（８）子どもの就学･保育等  

支援センターは、被害者等の安全の確保を図りつつ、子どもの教育を受ける権利が保障さ

れるよう、教育委員会、学校と連絡をとるとともに、被害者に対し、必要な情報提供を行う

ことが必要である。国においては、市町村に対し、保育所への入所については、母子家庭等

の子どもについて、保育所入所の必要性が高いものとして優先的に取り扱う特別の配慮を引

き続き求めるよう努める。また、支援センターにおいては、住民票の記載がなされていない

場合であっても、予防接種や健診が受けられることについて、情報提供等を行うことが必要

である。  

（９）その他配偶者暴力相談支援センターの取組  

離婚調停手続等について各種の法律相談窓口を紹介するなど、被害者の自立を支援するた

めに必要な措置を講ずることが望ましい。資力の乏しい被害者が無料法律相談等民事法律扶

助制度を利用しやすくするため、日本司法支援センターに関する情報の提供を行うことが望

ましい。また、住民票の記載がなされていない場合の介護給付等の扱いについて情報提供を

行うことが必要である。  

 

８ 保護命令制度の利用等  

（１）保護命令制度の利用  

被害者が保護命令の申立てを希望する場合には、申立先の裁判所や申立書等の記入方法等

についての助言を行うとともに、保護命令の手続の中で、申立書や添付した証拠書類の写し

等が裁判所から相手方に送付されること等について、被害者に対し説明することが必要であ

る。  

（２）保護命令の通知を受けた場合の対応  

ア 警察  

速やかに被害者と連絡を取り、被害者の意向を確認した上で被害者の住所又は居所を訪

問するなどして、緊急時の迅速な通報等について教示することが必要である。また、加害
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者に対しても、保護命令の趣旨及び保護命令違反が罪に当たることを認識させ、保護命令

が確実に遵守されるよう指導警告等を行うことが必要である。  

イ 配偶者暴力相談支援センター  

速やかに被害者と連絡を取り、安全の確保や、親族等への接近禁止命令が出された場合

には、当該親族等へその旨連絡すること等、保護命令発令後の留意事項について情報提供

を行うことが必要である。また、警察と連携を図って被害者の安全の確保に努めることが

必要である。  

 

９ 関係機関の連携協力等  

（１）連携協力の方法  

被害者の支援のためには、関係機関が共通認識を持ち、日々の相談、一時保護、自立支援

等様々な段階において、緊密に連携しつつ取り組むことが必要である。  

（２）関係機関による協議会等  

関係部局や機関の長により構成される代表者会議、被害者の支援に直接携わる者により構

成される実務者会議、実際の個別の事案に対応する個別ケース検討会議等、重層的な構成に

することが望ましい。参加機関としては、都道府県又は市町村の関係機関はもとより、関係

する行政機関、民間団体等について、地域の実情に応じ、参加を検討することが望ましい。  

（３）関連する地域ネットワークの活用  

関連の深い分野における既存のネットワークとの連携や統合により、関連施策との連携協

力を効果的かつ効率的に進めることについても、検討することが望ましい。  

（４）広域的な連携  

市町村又は都道府県の枠を越えた関係機関の広域的な連携が必要になる場合も考えられ

ることから、あらかじめ、近隣の地方公共団体と連携について検討しておくことが望ましい。  

 

10 職務関係者による配慮・研修及び啓発  

（１）職務関係者による配慮  

職務関係者は、配偶者からの暴力の特性等を十分理解した上で、被害者の立場に配慮して

職務を行うことが必要である。特に被害者と直接接する場合は、被害者に更なる被害（二次

的被害）が生じることのないよう配慮することが必要である。職務を行う際は、被害者等に

係る情報の保護に十分配慮することが必要である。また、被害者には、外国人や障害者であ

る者等も当然含まれていること等に十分留意しつつ、それらの被害者の立場に配慮して職務

を行うことが必要である。  

（２）職務関係者に対する研修及び啓発  

研修及び啓発の実施に当たっては、配偶者からの暴力の特性や被害者の立場を十分に理解

した上での対応が徹底されるよう配慮することが必要である。特に、被害者と直接接する立

場の者に対する研修及び啓発においては、二次的被害の防止の観点が重要である。 

 

11 苦情の適切かつ迅速な処理  

関係機関においては、申し出られた苦情について、誠実に受け止め、適切かつ迅速に処理し、

必要に応じ、職務の執行の改善に反映するとともに、可能な限り処理結果について申立人に対

する説明責任を果たすことが望ましい。  
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12 教育啓発  

（１）啓発の実施方法と留意事項  

啓発の実施に際しては、関係機関が連携協力して取り組むことが効果的だと考えられる。

啓発を通じて、地域住民に対して、配偶者からの暴力に関する的確な理解と協力が得られる

よう努めることが必要である。  

（２）若年層への教育啓発  

配偶者からの暴力の防止に資するよう、学校・家庭・地域において、人権尊重の意識を高

める教育啓発や男女平等の理念に基づく教育等を促進することが必要である。  

 

13 調査研究の推進等  

（１）調査研究の推進  

国においては、加害者の更生のための指導の方法に関する調査研究について、いかに被害

者の安全を高めるか等をその目的とするよう留意して、配偶者からの暴力に関する加害者に

対する指導等の実施に向けた調査研究の推進に努める。また、被害者の心身の健康を回復さ

せるための方法等について、配偶者からの暴力の被害の実態把握や被害者の自立支援に寄与

するため、調査研究の推進に努める。  

（２）人材の育成等  

関係機関は、被害者の支援に係る人材の育成及び資質の向上について、職務関係者に対す

る研修等を通じ、十分配慮することが必要である。  

 

14 民間の団体に対する援助等  

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るためには、国、都道府県及び市町村と、民

間団体等とが緊密に連携を図りながら、より効果的な施策の実施を図っていくことが必要であ

る。どのような連携を行うかは、それぞれの地域の実情と民間団体等の実態等を踏まえ、それ

ぞれの都道府県又は市町村において判断することが望ましい。  

 

第３ その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する重要事項  

１ 基本方針に基づく施策の実施状況に係る評価 

国及び地方公共団体における施策の実施状況等を把握するとともに、基本方針に基づく施

策の実施状況に係る評価を適宜行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要

な措置を講ずるものとする。  

 

２ 基本計画の策定・見直しに係る指針  

（１）基本計画の策定  

基本計画の策定に際しては、その地域における配偶者からの暴力をめぐる状況や施策の実

施状況を把握することが必要である。策定に当たっては、基本方針に掲げた各項目の関係部

局が連携して取り組むことが望ましい。また、被害者の支援に取り組む民間団体等広く関係

者の意見を聴取することが望ましい。  

 

（２）基本計画の見直し等  

基本計画については、基本方針の見直しに合わせて見直すことが必要である。なお、計画
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期間内であっても、新たに基本計画に盛り込むべき事項が生じるなどの場合は、必要に応じ、

基本計画を見直すことが望ましい。  

 

 

別添 保護命令の手続 
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別添 保護命令の手続 

第１ 概要 

保護命令の制度とは、「配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫」を受けた

被害者が、配偶者から身体に対する暴力を受けることによりその生命又は身体に重大な危害を

受けるおそれが大きい場合に、被害者の生命又は身体の安全を確保することを目的として、裁

判所が、配偶者に対し、①被害者への接近等の禁止、②被害者への電話等の禁止、③被害者の

同居の子への接近等の禁止、④被害者の親族等への接近等の禁止又は⑤被害者と共に生活の本

拠としている住居からの退去等を内容とする「保護命令」を発令し、配偶者がこれに違反した

場合には刑事制裁を加えることで、被害者の生命又は身体の安全を確保しようとする制度であ

る（配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（以下「法」という。）第4章）。 

 

第２ 保護命令の種類 

１ 被害者への接近禁止命令（法第10条第1項第1号） 

配偶者に対し、命令の効力が生じた日から起算して6月間、被害者の住居（5の退去命令の

対象となる被害者と配偶者が生活の本拠を共にする住居を除く。）その他の場所において被

害者の身辺につきまとい、又は被害者の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近を

はいかいしてはならないことを命ずるものである。 

 

２ 被害者への電話等禁止命令（法第10条第2項） 

配偶者に対し，命令の効力が生じた日以後、前に又は同時に発令された被害者への接近禁

止命令の有効期間が経過する日までの間、次に掲げるいずれの行為もしてはならないことを

命ずるものである。 

① 面会を要求すること。 

② その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこ

と。 

③ 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 

④ 電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場合を除き、連続して、電話をかけ、

ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。 

⑤ 緊急やむを得ない場合を除き、午後十時から午前六時までの間に、電話をかけ、ファク

シミリ装置を用いて送信し、又は電子メールを送信すること。 

⑥ 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又は

その知り得る状態に置くこと。 

⑦ その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 

⑧ その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的

羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。 

配偶者が被害者に面会を要求すること等は、一般的には、被害者の生命又は身体に危害が

加えられるおそれを直接に生じさせる行為ではないことから、配偶者からの暴力の防止及び
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被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律（平成19年法律第113号。以下「平成19年

改正法」という。）による改正前においては、保護命令による禁止行為とはされていなかっ

たが、被害者への接近禁止命令が発令されている状況であるにもかかわらず、被害者に対し、

一定の電話等が行われる場合には、「戻らないといつまでも嫌がらせをされるのではないか」、

「もっと怖い目に遭わされるのではないか」などといった恐怖心等から、被害者が配偶者の

元へ戻らざるを得なくなったり、要求に応じて接触せざるを得なくなったりして、被害者が

配偶者から身体に対する暴力を加えられる危険が高まり、被害者への接近禁止命令の効果が

減殺されてしまうことがあり得ることから、平成19年改正法により、被害者への電話等禁止

命令が設けられたものである。  

 

３ 被害者の同居の子への接近禁止命令（法第10条第3項） 

配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、前に又は同時に発令された被害者への接近禁

止命令の有効期間が経過する日までの間、被害者とその成年に達しない子が同居する住居

（配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。）、就学する学校その他の場所において

当該子の身辺につきまとい、又は当該子の住居、就学する学校その他その通常所在する場所

の付近をはいかいしてはならないことを命ずるものである。 

配偶者が被害者の同居の子へ接近することは、一般的には、被害者の生命又は身体に危害

が加えられるおそれを直接に生じさせる行為ではないことから、配偶者からの暴力の防止及

び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律（平成16年法律第64号。以下「平成16

年改正法」という。）による改正前においては、保護命令による禁止行為とはされていなか

ったが、具体的には、配偶者が被害者の幼年の子をその通園先等において連れ去り、配偶者

の元に連れ戻してしまうと、その子の身上を監護するために被害者が自ら配偶者に会いに行

かざるを得なくなるなど、被害者が配偶者との面会を余儀なくされると認めるべき場合があ

り、そのような場合には、被害者への接近禁止命令が発せられていても、被害者と配偶者が

物理的に接近することにより被害者が配偶者から身体に対する暴力を加えられる危険が高

まり、その効果が減殺されてしまうことがあり得ることから、平成16年改正法により、被害

者への接近禁止命令の効果が減殺されることを防止するため、被害者の同居の子への接近禁

止命令が設けられたものである。 

 

４ 被害者の親族等への接近禁止命令（法第10条第4項） 

配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、前に又は同時に発令された被害者への接近禁

止命令の有効期間が経過する日までの間、被害者の親族その他被害者と社会生活において密

接な関係を有する者（被害者と同居している子及び配偶者と同居している者を除く。以下「親

族等」という。）の住居（配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。）その他の場所

において当該親族等の身辺につきまとい、又は当該親族等の住居、勤務先その他その通常所

在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずるものである。 

配偶者が被害者の親族等へ接近することは、一般的には、被害者の生命又は身体に危害が
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加えられるおそれを直接に生じさせる行為ではないことから、平成19年改正法による改正前

においては、保護命令による禁止行為とはされていなかったが、具体的には、配偶者が被害

者の親族等の住居に押し掛けて著しく粗野又は乱暴な言動を行う場合等には、被害者がその

行為を制止するために配偶者との面会を余儀なくされる状態に陥る可能性が高いと考えら

れる場合があり、そのような場合には、被害者への接近禁止命令が発せられていても、被害

者と配偶者が物理的に接近することにより被害者が配偶者から身体に対する暴力を加えら

れる危険が高まり、その効果が減殺されてしまうことがあり得ることから、平成19年改正法

により、被害者への接近禁止命令の効果が減殺されることを防止するため、被害者の親族等

への接近禁止命令が設けられたものである。 

 

５ 退去命令（法第10条第1項第2号） 

配偶者に対し、命令が効力を生じた日から起算して2月間、被害者と共に生活の本拠とし

ている住居から退去すること及び当該住居の付近をはいかいしてはならないことを命ずる

ものであり、平成16年改正法により退去の期間が2週間から2月間に延長されるとともに、当

該住居の付近をはいかいすることの禁止が加えられたものである。 

 

第３ 保護命令の申立ての手続 

１ 申立人 

（1） 保護命令の申立てをすることができるのは、配偶者からの身体に対する暴力又は生命等

に対する脅迫を受けた者（「被害者」）である（法第10条第1項本文）。  

（2） 「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含

み、「離婚」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が、

事実上離婚したと同様の事情に入ることを含む（法第1条第3項）。 

（3） また、平成16年改正法により、「配偶者からの暴力」については、身体に対する暴力に

限らず、これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動を含むものとされたが（法第1条第1

項）、保護命令の手続の対象となるのは、配偶者からの「身体に対する暴力又は生命等に

対する脅迫」を受けた被害者に限られる（法第10条第1項柱書）。「身体に対する暴力」

とは、身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう（法第1

条第1項）。 

「生命等に対する脅迫」とは、被害者の生命又は身体に対し害を加える旨を告知してす

る脅迫をいう（法第10条第1項柱書）。すなわち、配偶者からの精神的暴力は、一般的に

は、被害者の生命又は身体に危害が加えられるおそれを直接に生じさせる行為ではないこ

とから、平成19年改正法による改正前においては、配偶者からの身体に対する暴力を受け

た者のみが保護命令を申し立てられるものとされていたが、被害者の生命又は身体に対し

害を加える旨を告知してする脅迫（以下「生命等に対する脅迫」という。）を受けた被害

者については、身体に対する暴力を受けていなくても、その後配偶者からの身体に対する

暴力を受ける一定程度の可能性が認められ、その保護の必要性が被害者等から強く求めら
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れていること等を受け、平成19年改正法により、一定の要件を充たす場合には生命・身体

に危害が加えられることを防止するため、生命等に対する脅迫を受けた被害者についても、

保護命令を申し立てられるものとされたものである。 

（4） さらに、平成16年改正法による改正前は、元配偶者に対して保護命令を発令することは

認められていなかったが、配偶者からの身体に対する暴力を受けた場合にあっては、離婚

直後の時期が一連の身体に対する暴力の危険が最も高まる時期であると指摘されている

こと、配偶者からの身体に対する暴力を受けた後に離婚をした場合にあっては、婚姻中の

身体に対する暴力と離婚後において配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する

暴力は、一体的なものとして評価することが可能であること等の理由から、平成16年改正

法及び平成19年改正法により、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合であ

っても、3（1）の要件を満たすときは、当該配偶者であった者に対して保護命令を発令す

ることができることとされたものである（第10条第1項柱書）。 

 

２ 管轄裁判所 

保護命令の申立てに係る事件（以下「保護命令事件」という。）は、次の地を管轄する地

方裁判所の管轄に属する。 

（1）相手方である「配偶者」の住所の所在地（法第11条第1項）。 

（2）日本国内に相手方の住所がないとき又は住所が知れないときは、その居所の所在地（同

項）。 

（3）申立人の住所又は居所の所在地（同条第2項第1号）。 

（4）保護命令の申立てに係る「配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫」が

行われた地（同項第2号）。 

（5） 被害者への電話等禁止命令又は被害者の同居の子若しくは親族等への接近禁止命令の申

立てに係る事件については、被害者への接近禁止命令を発令する裁判所又は発令した裁判

所（法第10条第2項から第4項まで）。 

 

３ 保護命令発令の要件 

保護命令が発令される要件は、次のとおりである。 

（1）保護命令に共通の要件 

申立人である被害者が配偶者からの身体に対する暴力を受けた者である場合にあって

は配偶者からの更なる身体に対する暴力（配偶者からの身体に対する暴力を受けた後に、

被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者

から引き続き受ける身体に対する暴力）により、配偶者からの生命等に対する脅迫を受け

た者である場合にあっては配偶者から受ける身体に対する暴力（配偶者からの生命等に対

する脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、

当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力）により、その生命又は身体

に重大な危害を受けるおそれが大きいこと（法第10条第1項本文）。 
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元配偶者に対する保護命令の発令の要件が「引き続き受ける身体に対する暴力」により

その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいこととされているのは、婚姻継続

中の身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫との一体性が必要であることによるもの

と考えられる。 

（2）被害者への電話等禁止命令の発令のため特に必要とされる要件 

裁判所が（1）の要件があることを認めて、被害者への接近禁止命令を発令したこと又

は同時に発令すること（法第10条第2項本文）。 

（3）被害者の同居の子への接近禁止命令の発令のため特に必要とされる要件 

ア  裁判所が（1）の要件があることを認めて、被害者への接近禁止命令を発令したこと

又は同時に発令すること（法第10条第3項本文）。 

イ 被害者がその成年に達しない子（以下単に「子」という。）と同居していること（同

項本文）。 

ウ  被害者がその同居している子に関して配偶者と面会することを余儀なくされること

を防止するため必要であると認められること（同項本文）。 

なお、この必要性の認定は、配偶者が幼年の子を連れ戻すと疑うに足りる言動を行

っていることその他の客観的事情の存在により認められる必要がある。 

エ 子が15歳以上であるときは、その同意があること（同項ただし書）。 

一定の判断能力を備えていると認められる15歳以上の子については、その意思を十

分に尊重するために、その子の同意がある場合に限り、被害者の子への接近禁止命令

を発することとされたものである。 

（4）被害者の親族等への接近禁止命令の発令のため特に必要とされる要件 

ア  裁判所が（1）の要件があることを認めて、被害者への接近禁止命令を発令したこと

又は同時に発令すること（法第10条第4項本文）。 

イ  被害者がその親族等被害者と社会生活において密接な関係を有する者（被害者と同

居している子及び配偶者と同居している者を除く。）に関して配偶者と面会すること

を余儀なくされることを防止するため必要であると認められること（同項本文）。 

なお、「被害者と社会生活において密接な関係を有する者」とは、被害者の身上、

安全等を配慮する立場にある者をいい、職場の上司、支援センターや民間シェルター

の職員のうち、被害者に対し現に継続的な保護・支援を行っている者等がこれに該当

し得るものと考えられる。 

また、上記の必要性の認定は、配偶者が親族等の住居に押し掛けて著しく粗野又は

乱暴な言動を行っていることその他の客観的事情の存在により認められる必要がある。 

ウ  親族等が被害者の15歳未満の子でないときは、申立てに当たり、その同意（当該親

族等が15歳未満の者又は成年被後見人である場合にあっては、その法定代理人の同意）

があること（法第10条第5項）。 

この命令の申立てに当たっては、当該親族等の意思又はその法定代理人の意思を十

分に尊重するために、その親族等又はその法定代理人の同意を要するものとされたも
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のである。被害者の子については、被害者の同居の子への接近禁止命令との均衡上、

15歳以上の子についてはその子の同意が必要であるが、15歳未満の場合はその法定代

理人の同意を要しないこととされている。 

 

４ 申立ての方法等 

（１）保護命令の申立ての方法 

保護命令の申立ては、書面（申立書）でしなければならず、その記載事項は、配偶者暴

力に関する保護命令手続規則（平成13年最高裁判所規則第7号。以下単に「規則」という。）

の定める形式的記載事項（第1条参照）のほか、次のとおりである（法第12条第1項）。な

お、これらの事項について虚偽の記載のある申立書により保護命令の申立てをした者は、

10万円以下の過料に処せられる（法第30条）。  

ア  配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた状況。 

イ  配偶者からの更なる身体に対する暴力（配偶者からの身体に対する暴力を受けた後

に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者で

あった者から引き続き受ける身体に対する暴力）又は配偶者からの生命等に対する脅

迫を受けた後の配偶者から受ける身体に対する暴力（配偶者からの生命等に対する脅

迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、

当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力）により生命又は身体に

重大な危害を受けるおそれが大きいと認めるに足りる申立ての時における事情。 

ウ  被害者の同居の子への接近禁止命令の申立てをする場合にあっては、被害者が同居

している子に関して配偶者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫

を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当

該配偶者であった者）と面会することを余儀なくされることを防止するため被害者の

同居の子への接近禁止命令を発令する必要があると認めるに足りる申立ての時におけ

る事情。 

エ  被害者の親族等への接近禁止命令の申立てをする場合にあっては、被害者が親族等

に関して配偶者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた後

に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者で

あった者）と面会することを余儀なくされることを防止するため親族等への接近禁止

命令を発令する必要があると認めるに足りる申立ての時における事情。 

オ  支援センターの職員又は警察職員に対し、アからエまでの事項について相談し、又

は援助若しくは保護を求めた事実の有無。 

カ  オにおいて相談し、又は援助若しくは保護を求めた事実があるときは、次の事項。 

（ア）当該支援センター又は当該警察職員の所属官署の名称。 

（イ）相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所。 

（ウ）相談又は求めた援助若しくは保護の内容。 

（エ）相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容。 
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（２）保護命令の申立てに当たって提出すべき資料 

（1）の申立書に（1）カの事項の記載がない場合には、申立書には、（1）アからエま

での事項についての申立人の供述を記載した公証人の宣誓認証のある書面を添付しなけ

ればならない（法第12条第2項）。 

「宣誓認証」とは、書面の作成名義人が、公証人の面前において、その書面の記載の真

実であることを宣誓した上で、その書面に署名若しくは押印し、又はその書面にある署名

若しくは押印が自己の意思に基づくものであることを認めたことを、公証人が認証するこ

とをいう（公証人法（明治41年法律第53号）第58条ノ2第1項）。 

公証人の宣誓認証を得るためには、公証人役場において、公証人に対し、宣誓認証の嘱

託をすることになる（公証人法第1条第2号、第60条、第28条）。書面の記載の虚偽である

ことを知って宣誓をした者は、10万円以下の過料に処せられる（公証人法第60条ノ5）。 

なお、法務局若しくは地方法務局又はその支局の管轄区域内に公証人がいない場合又は

公証人がその職務を行うことができない場合には、法務大臣は、当該法務局若しくは地方

法務局又はその支局に勤務する法務事務官に宣誓認証を行わせることができる（法第20

条）。 

（３）保護命令の申立ての手数料等 

保護命令の申立てに要する手数料は、1,000円である（民事訴訟費用等に関する法律（昭

和46年法律第40号）第3条、別表第一の一六の項）。手数料は、申立書に収入印紙をはっ

て納めなければならない（同法第8条本文）。 

また、（2）の申立人の供述を記載した書面について公証人の宣誓認証を嘱託するため

の手数料は、1万1,000円である（公証人手数料令（平成5年政令第224号）第34条第1項・

第2項）。  

 

第４ 保護命令事件の審理 

裁判所は、保護命令事件については、速やかに裁判することが要請されている（法第13条）。 

保護命令を発令するには、相手方に反論の機会を保障する趣旨から、口頭弁論又は相手方が立

ち会うことができる審尋の期日を経ることが原則とされているが、期日を経ることにより被害

者の生命又は身体の安全の確保という保護命令の申立ての目的を達することができないとき

は、これらの期日を経ることなく、書面審理のみで保護命令を発令することができる（法第14

条第1項）。 

 

第５ 保護命令の裁判とその効力 

保護命令の申立てについては、裁判所は、理由を付した決定（口頭弁論を経ない場合には、

理由の要旨を示した決定）により裁判することとされ（法第15条第1項参照）、保護命令の申

立てに理由があると認めるときは、保護命令を発令しなければならない（法第10条第1項参照）。 

保護命令の効力は、相手方に対する決定書の送達又は相手方が出頭した期日における言渡し

によって生じる（法第15条第2項）。 
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保護命令の効力が生じた後に相手方が保護命令に違反した場合、保護命令は執行力を有しな

いものとされているため（法第15条第5項）、民事上の強制執行の対象とはならないが、1年以

下の懲役又は100万円以下の罰金という刑事上の制裁の対象となる（法第29条）。 

 

第６ 保護命令の裁判に対する不服申立て 

保護命令の申立てについての裁判に対しては、その裁判の告知を受けた日から1週間が経過

するまでの間、即時抗告により不服を申し立てることができる（法第16条第1項、第21条、民

事訴訟法（平成8年法律第109号）第332条）。 

この場合、保護命令の効力は停止されないのが原則であるが、即時抗告の申立人が、保護命

令の効力の停止を申し立て、保護命令の取消しの原因となることが明らかな事情があることに

つき疎明（裁判官に事実の存否に関し高度の蓋然性についての確信を抱かせる「証明」には至

らないが、事実の存否に関し一応確からしいという蓋然性の心証を抱かせるもので足りると解

されている。）があったときに限り、抗告裁判所（原裁判所の所在地を管轄する高等裁判所）

又は記録の存する原裁判所（保護命令を発令する裁判をした地方裁判所）は、即時抗告につい

ての裁判が効力を生ずるまでの間、保護命令の効力の停止を命ずることができる（法第16条第

3項）。 

なお、被害者への接近禁止命令について即時抗告があり、その効力の停止が命じられる場合

において、被害者への接近禁止命令を前提とする被害者への電話等禁止命令又は被害者の同居

の子若しくは親族等への接近禁止命令も発令されているときは、停止を命ずる裁判所は、これ

らの命令の効力の停止をも命じなければならない（同条第4項）。 

 

第７ 保護命令の取消し 

１ 抗告裁判所による取消し 

保護命令を発令する裁判に対する即時抗告が申し立てられた場合において、抗告裁判所が

保護命令の取消しの原因となる事情があると認めたときは、保護命令を取り消すこととなる。 

また、被害者への接近禁止命令についての即時抗告を認めてこれを取り消す場合において、

被害者への電話等禁止命令又は被害者の同居の子若しくは親族等への接近禁止命令も発令

されているときは、抗告裁判所は、これらの命令をも取り消さなければならない（法第16

条第6項）。 

 

２ 当事者の申立てによる取消し 

保護命令を発令した裁判所は、次の場合には、保護命令を取り消さなければならない（法

第17条第1項）。 

① 保護命令の申立てをした被害者が、保護命令の取消しを申し立てた場合（同項前段）。    

② 退去命令以外の保護命令にあっては、被害者への接近禁止命令の効力が生じた日から

起算して3月を経過した後に、退去命令にあっては、退去命令の効力が生じた日から起算し

て2週間を経過した後に、これらの命令を受けた配偶者が申立てをし、裁判所がこれらの命
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令の申立てをした被害者に異議がないことを確認した場合（同項後段）。 

また、当事者の申立てにより、被害者への接近禁止命令を取り消す場合において、被害者

への電話等禁止命令又は被害者の同居の子若しくは親族等への接近禁止命令も発令されて

いるときは、保護命令を発した裁判所は、これらの命令をも取り消さなければならない（法

第17条第2項）。 

 

第８ 保護命令の再度の申立ての手続 

１ 発令の要件 

（１）退去命令以外の保護命令 

   最初の保護命令の発令の要件と変わるところはない。 

（２）退去命令 

退去命令が発令された後に当該退去命令の申立ての理由となった身体に対する暴力又

は生命等に対する脅迫と同一の事実を理由とする退去命令の再度の申立てがあったとき

の発令要件は、次のとおりである（法第18条第1項）。 

ア  配偶者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた後に、被

害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者）

と共に生活の本拠としている住居から転居しようとする被害者がその責めに帰するこ

とのできない事由により当該退去命令の効力が生ずる日から起算して2月を経過する日

までに当該住居からの転居を完了することができないことその他の退去命令を再度発

する必要があると認めるべき事情があること（同項本文）。 

イ  再度の退去命令を発することにより相手方である配偶者の生活に特に著しい支障を

生ずると認められないこと（同項ただし書）。 

イの要件については、相手方である配偶者において生活に特に著しい支障を生ずると認

めるに足りる事情を主張立証する必要がある。 

 

２ 再度の申立ての方法等 

退去命令以外の保護命令の再度の申立ての方法については、最初の保護命令の申立ての手

続と変わるところはないが、退去命令の再度の申立ての方法については、次のような申立書

の記載事項等の特例がある。 

（１）申立書の記載事項等（法第18条第2項、第12条第1項） 

ア 配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた状況。 

イ 配偶者からの更なる身体に対する暴力（配偶者からの身体に対する暴力を受けた後に、

被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった

者から引き続き受ける身体に対する暴力）又は配偶者からの生命等に対する脅迫を受け

た後の配偶者から受ける身体に対する暴力（配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた

後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者で

あった者から引き続き受ける身体に対する暴力）により生命又は身体に重大な危害を受
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けるおそれが大きいと認めるに足りる再度の申立ての時における事情。 

ウ 配偶者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた後に、被害

者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者）

と共に生活の本拠としている住居から転居しようとする被害者がその責めに帰するこ

とのできない事由により当該退去命令の効力が生ずる日から起算して2月を経過する日

までに当該住居からの転居を完了することができないことその他の退去命令を再度発

する必要があると認めるべき事情。  

エ 支援センターの職員又は警察職員に対し、ア及びイの事項並びにウの事情について相

談し、又は援助若しくは保護を求めた事実の有無。 

オ エにおいて相談し、又は援助若しくは保護を求めた事実があるときは、次の事項。 

（ア）当該支援センター又は当該警察職員の所属官署の名称。 

（イ）相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所。 

（ウ）相談又は求めた援助若しくは保護の内容。 

（エ）相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容。 

（２）申立てに当たって提出すべき資料 

（1）の申立書に（1）オの事項の記載がない場合には、申立書には、（1）ア及びイの

事項並びにウの事情についての申立人の供述を記載した公証人の宣誓認証のある書面を

添付しなければならない（法第18条第2項、第12条第2項）。 

（３）保護命令の再度の申立ての手数料等 

保護命令の再度の申立てに要する手数料は、保護命令の申立てと変わらない。 


